
「
大
朝
崇
褒
祖
廟
之
記
」
再
考

丁
酉
年

に
お
け
る

「
聖
人

の
家
」

へ
の
優
免

森

田

虫
思

司

は

じ

め

に

中
国
に
お
い
て
は
、

一
つ
の
家
系
が
長
期
に
わ
た

っ
て
そ
の
尊
貴

な
地
位
を
継
承
し
続
け
る
こ
と
は
、
古
来
稀

で
あ
る
。
そ
の
中
で
例

外
的
な
存
在
と
し
て
、
孔
子

(術
聖
公
家
)
、
孟
子

(郷
国
公
家
)
、

さ
ら
に
は
孔
子

の
弟
子
の
顔
回
、
曽
参
と
い

っ
た
人
々
の
子
孫
の
家

系
が
あ
り
、
歴
代

の
王
朝
か
ら
尊
崇
を
加
え
ら
れ
て
き
た
。

モ
ン
ゴ

ル
人
王
朝

で
あ
る
元
朝

の
支
配
の
下
で
も
、
こ
の
点
に
変
化
は
な
い
。

こ
こ
で
は
、

こ
う
し
た
家
系
を

「聖
人
の
家
」
と
呼
び
、

モ
ン
ゴ
ル

の
中
国
支
配
の
初
期

に
お
け
る

「聖
人
の
家
」

へ
の
優
免
の
成
立
と
、

そ
れ
を
伝

え
る
史
料
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

う
。筆

者
は
、
こ
れ
ま
で
に
書

い
て
き
た
い
く

つ
か
の
文
章
、
例
え
ば

「
元
代
漢
人
知
識
人
研
究
の
課
題
二
、
三
」
(『
中
国
-
社
会
と
文
化
』

五
、

一
九
九
〇
)

に
お
い
て
、
元
代
の
儒
人

政
策

の
発
端
と
し
て
、

丁
酉
年

(太
宗
九
年
、

一
二
一二
七
年
)
に
お
け
る
、
「
聖
人

の
家
」

へ
の
優
免
と
儒
人

の
選
試
に
つ
い
て
の
聖
旨

の
発
布

(
い
わ
ゆ
る
戊

戌
の
選
試
)

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
前

者
に

つ
い
て
は
、
「大
朝
崇
褒
祖
廟
之
記
」
や

「
丁
酉
年
郷
国
公
家

免
差
発
割
付
石
刻
」
な
ど
の
石
刻
資
料
が
あ
り
、
そ
れ
が
問
題
の
解

　　
　

明
に
有
用
な
材
料
と
な
る
こ
と
な
ど
の
点
を
指
摘
し
て
き
た
。
ま
た
、

最
近
に
な

っ
て
、
丁
酉
年
の

「聖
人

の
家
」

へ
の
優
免

に
つ
い
て
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学

の
薫
啓
慶
氏
も
、
「大
蒙
古
国
時
代
術
聖
公
復

爵
考
実
」
(『大
陸
雑
誌
』
八
五
巻
六
号
、

一
九
九
二
)
と
い
う
論
文

を
発
表
さ
れ
、
や
は
り
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
石
刻
資
料
を
用
い
て
考

察
を
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者

の
見
解
と
重
な
る
点
も
多
い
。

こ

の
論
文
で
は
、
薫
氏

の
論
文
に
よ

っ
て
新
た

に
教
え
ら
れ
た
点
も
参

照
し

つ
つ
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
書

い
て
き
た
丁
酉
年

に
つ
い
て
の
検
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討
を
、
「
崇
褒
祖
廟
記
」
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
直
し
て
叙
述
す
る
こ

と
を
目
的

と
す
る
。
そ
の
故
に
、
「
再
考
」

の
二
字
を
論
題

に
付

し

た
。

「再
考
」

の
文
字
を
副
題
に
付
し
た
の
は
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て

の
基
本
史
料

で
あ
る

「大
朝
崇
褒
祖
廟
之
記
」
が
、

一
般
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
唯

一
の
録
文
で
あ
る

『光
緒
曲
阜
県
志
』
に
お
い
て
は
、

誤
字
脱
字
が
多
く
、
利
用
に
問
題
が
あ

っ
た
の
に
対
し
、
日
本
国
内

の
或
る
所
蔵
家
か
ら
こ
の
碑

の
拓
本

の
調
査
の
便
宜
を
与
え
ら
れ
、

　　
　

よ
り
正
確
な
録
文
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
も
由
来
す
る
。

こ
の
校
訂
録
文
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
方
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
資
料
と
し
て
こ
の
論
文
の
最
後
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
ま

た
、
す
で
に
活
字

に
し
た
こ
と
の
あ
る
史
料
で
は
あ
る
が
、
螂
県
の

孟
子
廟
に
現
存
す
る
丁
酉
年
の
命
令
文
に

つ
い
て
も
、

一
九
八
九
年

に
筆
者
が
撮
影
し
た
写
真
か
ら
の
録
文
を
再
度
掲
載
す
る
こ
と
に
し

た
。

こ
れ
は
、
察
美
彪
著

『元
代
白
話
碑
集
録
』

(科
学
出
版
社

一
九
五
五
)
の
録
文
に
、
日
付
に
関
わ
る
部
分
で
誤
り
が
あ
る
の
で
、

よ
り
正
し

い
本
文
を
提
供
す
る
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
金
元
二
代
続
い
た
異
民
族
支
配
の
下
で
、
中
国
儒
学
の
正

宗

で
あ
る
曲
阜
の
孔
子
廟
と
、
孔
子
の
後
継
者
た
る
術
聖
公
と
が
、

ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど

っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
た
ん
に

一
地

方
の
歴
史
、
あ
る
い
は
名
家
の
運
命
と
い
っ
た
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、

こ
れ
ら
二

つ
の
異
民
族
王
朝
の
漢
民
族
の
伝
統
文
化
と
そ
の
担

い
手

で
あ
る
士
大
夫
階
層

へ
の
姿
勢
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
の

一
つ
の

材
料
と
し
て
も
、
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

術
聖
公
家
そ
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
中
国
社
会
科
学
院
の
陳
高
華
氏
が
、

「
金
元
二

代
之
術
聖
公
」
(『文
史
』
二
七
、

一
九
八
六
、
後

『元
史
研
究
論
稿
』

[中
華
書
局
、

一
九
九

=

所
収
)
と
い
う
優

れ
た
論
考
を
発
表
さ

れ
、
金
元
二
朝
に
お
け
る
術
聖
公
家
の
変
転
、
政
権
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
通
述
さ
れ
て
い
る
が
、

今
回
は
、
石
刻
資
料
を
は
じ
め
と

し
て
陳
氏
の
利
用
さ
れ
な
か

っ
た
史
料
も
用

い
て
い
る
の
で
、
い
く

分
か
は
新
し
い
面
を
提
示
で
き
た
点
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。

四

つ
の
史
料
の
検
討

ま
ず
、

こ
の
論
文
に
お
い
て
問
題
と
な
る
四

つ
の
史
料
に

つ
い
て

紹
介
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

ア

大
朝
崇
褒
祖
廟
之
記

(在
曲
阜
孔
子
廟
、
以
下

「崇
褒
祖
廟
記
」

と
略
)

イ

丁
酉
年
郵
国
公
家
免
差
発
割
付
石
刻

(
在
郷
県
孟
子
廟
、
以
下
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「丁
酉
年
石
刻
」
と
略
)

ウ

『孔
氏
祖
庭
広
記
』
巻
五
所
収
命
令
文

(四
部
叢
刊
続
編
所
収
)

工

大
蒙
古
国
燕
京
大
慶
寿
寺
西
堂
海
雲
大
禅
師
碑

(在
北
京
法
源

寺
、
以
下

「
海
雲
碑
」
と
略
)

の
四

つ
で
あ
る
。

ア
の

「大
朝
崇
褒
祖
廟
之
記
」
は
、
現
在
も
曲
阜

の
孔
子
廟
の
大

成
門
の
東
側
に
存
在
す
る
石
刻
で
あ
る
。
己
亥
、
す
な
わ
ち

一
二
一二

九
年

に
第
五

一
世
術
聖
公
の
孔
元
措
に
よ
っ
て
立
石
さ
れ
た
も
の
で
、

碑
文

の
内
容
は
、
東
平
厳
氏
の
保
護
に
よ
る
術
聖
公
家

の
再
興
の
経

緯
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り

で
は
、
光
緒
の

『曲
阜
県
志
』
巻
八
に
の
み
録
文
さ
れ
て
い
る
が
、

同
書

の
録
文

・
排
印
に
は
、
す
で
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、

か
な
り
問
題
が
あ
り
、
例
え
ば
、
術
聖
公
家

へ
の
優
免
が
行
な
わ
れ

た
年

の
箇
所
を
、
「
乙
酉
」
に
誤
る
な
ど
、
史
料
と
し

て
の
理
解

に

苦
し
む
部
分
が
少
な
く
な
い
。
前
述
の
薫
氏
論
文
も

『曲
阜
県
志
』

以
外

の
テ
キ

ス
ト
を
利
用
で
き
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
り
、

こ
の
年
代

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
「歴
史
的
環
境
」
に
合
わ
な
い
と
し
て
、

丁

酉
と
断
定
し
て
い
る
。
今
回
は
、
先
に
書
い
た
よ
う
に
、
拓
本
と
の

対
校
録
文
を
作
成
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
碑
文

の
撰
者

に

つ
い
て
は
、
碑
末
に

「上
元
日
東
原
李
世
弼
記
」
と
あ
る
。
李
世

弼
に

つ
い
て
は
、
高
橋
文
治
氏
が
、
「泰
山
学
派
の
末
商
達
」

(『
東

洋
史
研
究
』
四
五
巻

一
号
、

一
九
八
六
)

の
中
で
言
及
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
東
平
の
人

で
、
金
の
興
定
二
年

(
一
二

一
八
)

の
科
挙
で
息
子

の
李
艇
と
親
子
で
合
格
を
果

た
し
た
こ
と
で
有
名
で

あ
り
、
晩
年

に
は
東
平
の
教
授
で
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
元

史
』
巻

一
六
〇

の
李
艇
伝
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

イ
の

「丁
酉
年
石
刻
」
と
は
、
現
在
郷
県
孟
子
廟
の
啓
聖
門
に
通

じ
る
道
に
沿

っ
て
並
ぶ
碑
刻
群
の
う
ち
の

一
つ
で
、

一
つ
の
石
の
上

下
に
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
丁
酉
年

の
割
付

が
上
に
、
延
祐
元
年

(
一
二

一
四
)
に
出
さ
れ
た
、
孟
家
と
顔
家
の
他
の
派
に
対
す
る
翻

免
に
関
す
る
割
付
が
下
に
、
と
い
う
形
式
で
合
刻
さ
れ
て
お
り
、
下

　ヨ
　

戴
の
末
行
に
至
順
二
年

(
一
三
一一=

)
十
月

に
孟
惟
恭
に
よ
っ
て
立

石
さ
れ
た
こ
と
を
記
す

一
行
が
あ
る
。

つ
ま

り
丁
酉
年
か
ら
約
百
年

後
に
刻
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
は
た
し
て
文
書
に
忠
実
に
刻
さ
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
こ
の
石
刻

に
つ
い
て
は
、
薬
美
彪

氏
が

『元
代
白
話
碑
集
録
』

に
、
「
曲
阜
文
廟
免
差
役
賦
税
碑
」
と

名
付
け
て
、
録
文
を
収
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
所
在
地
を

「曲

阜
孔
子
廟
現
存
」
と
し
て
い
る
の
が
お
か
し

い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　る
　

す
で
に
入
矢
義
高
氏
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
、
こ
の

碑
を
郷
県
孟
子
廟
で
実
見
し
て
い
る
。
ま
た
、
票
氏
が
丁
酉
を

一
二
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九
七
年
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
内
容
か
ら
考
え
て
、
六
十
年
前

の

一
二
三
七
年
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
す

で
に
筆
者
の
述
べ
た

　　
　

と
こ
ろ
で
あ
る
。

ウ
の

『
孔
氏
祖
庭
広
記
』
は
、
こ
の
論
文

の
主
人
公
で
あ
る
第
五

一
世
術
聖

公
孔
元
措
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
曲
阜
孔
廟
の
志
書
と
で
も

言
う
べ
き
も
の
で
、
序
文
に

「正
大
四
年
歳
次
丁
亥
十
月
望
日
詑
功
」

と
あ
り
、
金
末
の
正
大
四
年

(
一
二
二
七
)
に
成
立
し
た
こ
と
が
分

か
る
。
た
だ
し
、
通
行
の

『
四
部
叢
刊
続
編
』
所
収
本
は
、
刊
記
に

よ
れ
ば
、

モ
ン
ゴ

ル
の
支
配
下

の
壬
寅
の
年

(
一
二
四
二
)
に
増
補

刊
行
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
再
刊
の
問
題
に

つ
い
て
は
後
述
す

観
酬
な
お
、
こ
の
命
令
文

に
は
、
日
付
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。

最
後
に
、

エ
の

「大
蒙
古
国
燕
京
大
慶
寿
寺
西
堂
海
雲
大
禅
師
碑
」

は
、
当
時

の
華
北

の
仏
教
界
の
大
立
者
で
あ
る
、
臨
済
宗
の
僧
海
雲

禅
師
印
簡

の
た
め
の
碑
石
で
、
彼
は
後
で
も
述

べ
る
よ
う
に
、
丁
酉

年
の
盤
免

に
あ
た

っ
て
関
係
し
た
人
物
の

一
人

で
あ
る
。
撰
者

は

　　
　

「
燕
京
編

修
所
次
二
官
」
王
萬
慶

で
、
立
碑

の
時
期
は
、
碑
末

に

「
乙
卯
年
九
月
望
日
」
と
あ
り
、
陳
垣
は
憲
宗
五
年

(
一
二
五
五
)

　　
　

に
比
定
す
る
。
碑
文
は
、
石
の
両
面
に
わ
た
り
全
文
で
五
千
字
を
越

え
る
と
い
う
か
な
り
の
長
文
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
碑
刻
に
つ
い
て

　　
　

は
、
陳
垣

に

「談
北
京
隻
塔
寺
海
雲
碑
」
と
い
う
紹
介
文
が
あ
り
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
碑
石
は
、
も
と
も
と
は
北
京
城
内
西
長
安
街
の
隻

塔
寺
に
あ

っ
た
が
、
人
民
共
和
国
建
国
後
、
長
安
街
の
拡
張
の
た
め

に
寺
と
と
も
に
撤
去
さ
れ
た
。
陳
垣
に
よ
れ
ば
、
当
初
は
北
海
公
園

の
天
王
殿
に
移
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
現
在
で
は
、
北
京
城
内
宣

武
区
の
法
源
寺
の
境
内
に
立

て
ら
れ
て
お
り
、
自
由
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
碑
刻
を
著
録

・
紹
介
す
る
書
物
は
多
い
が
、
全
文
を

移
録
し
た
金
石
書
は
少
な
く
、
葉
恭
緯

(
一
八
八

一
-

一
九
六
八
)

　り
　

の

『
遽
篭
談
芸
録
』
に
収
め
ら
れ
た
移
録
と
、
『北
京
文
物
与
考
古
』

第

一
号

(
一
九
八
三
)
の
蘇
天
鈎
著

「
燕
京
双
塔
寿
寺
与
海
雲
和
尚
」

に
侯
埋
に
よ
る
復
元
録
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
し
か
知
ら
な
い
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
文
字
が
録
文
さ
れ
て
い
る
が
、
他

の

文
献
と
の
対
校

の
結
果
で
録
文
を
作
成
し
た
と
あ
り
、
ど
こ
ま
で
拓

本
な
ど
に
忠
実
な
録
文
か
は
不
明
で
あ
る
。
碑
の
現
状
は
、
残
念
な

が
ら
漫
患
が
激
し
く
、
今
回
の
論
文
に
直
接
関
わ
る
箇
所
に
も
読
み

取
れ
な
い
部
分
が
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
元
の
念
常
が
撰
し
た
仏

教
史
書

『仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
二

一

(大
正
新
修
大
蔵
経
巻
四
九

・

史
伝
部

一
)

の
海
雲
の
死
去
の
條
に
卒
伝
が
あ
り
、
碑
文
と
内
容
が

重
な
る
た
め
、
記
事
の
お
お
よ
そ
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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二

丁
酉
年
に
至
る
術
聖
公
家

つ
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
丁
酉
年

に
お
け
る

「聖
人

の
家
」

へ
の
優
免
の
内
容

の
検
討
に
入
る
べ
き
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

こ
の
年

に
至
る
ま
で
の
、
術

聖
公
家
に

つ
い
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
こ

の
時
期
の
術
聖
公
家

に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
陳
高
華
氏
の

論
文
が
あ

り
、
ま
た
筆
者
自
身
も

一
般
向
け
に
で
は
あ
る
が
、
す
で

に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で

(注
1
参
照
)
、
簡
単

に
述

べ
る
こ
と

と
し
た
い
。

=

二
七
年
の
宋
室

の
南
遷
の
際
、
当
時
術
聖
公
で
あ

っ
た
第
四

八
世

の
孔
端
友
も
南
方
に
逃
れ
、
江
南
の
衙
州
に
留
ま

っ
た
。
彼
の

系
統
は
、
南
宋
滅
亡
時

の
第
五
三
世
孔
株
に
至
る
ま
で
、
以
後
六
世

　　
　

代

に
わ
た

っ
て
南
宋
王
朝
か
ら
術
聖
公
に
封
じ
ら
れ
る

(南
宗
)
。

そ
れ
に
対
し
、
金
朝
で
も
端
友
の
弟
端
操
の
子
の
孔
瑠
を
術
聖
公
に

封
じ
て
、
曲
阜
の
孔
家

の
祭
祀
を
継
承
さ
せ
、
以
後
そ
の
子
孫
が
術

聖
公
を
襲
封
し
て
い
く

(北
宗
、
厳
密
に
い
え
ば
任
命
し
た
の
は
偲

偏
政
権
の
斉
で
あ
る
)
。
こ
の
系
統

の
五

一
世
の
術
聖
公
が
、

こ
の

丁
酉

の
醐
免
の
主
人
公
と
で
も
言
う
べ
き
孔
元
措

で
あ
る
。

孔
元
措

の
生
涯
に

つ
い
て
の
史
料
と
し
て
は
、
孔
元
措
自
身
の
編

ん
だ

『
孔
氏
祖
庭
広
記
』
巻

一
・
世
次
の
彼

の
部
分
や
、
『
金
史
』

　ぬ
　

巻

一
五
孔
極
伝
、

『
閾
里
志
』
巻

一
二

・
芸
文
三
所
収

の
党
懐
英

「贈
正
奉
大
夫
襲
封
術
聖
公
孔
公
墓
表
」
(孔
偬
の
墓
表
)
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

こ
う
し
た
史
料
に
よ
っ
て
、
彼

の
前
半
生

に
つ
い
て
簡

単

に
触
れ
て
お
き
た
い
。

孔
元
措
が
生
ま
れ
た
の
は

=

八
二
年
、
父
は
五
十
世
術
聖
公
の

孔
撫

で
あ

っ
た
。
明
昌
元
年

(
一
一
九
〇
)

に
、
父
撫
が
死
ぬ
と
、

ま
だ
幼
年

で
あ

っ
た
彼
は
、
第
五

一
世
術
聖
公
の
地
位
を
継
承
し
、

さ
ら
に
承
安
二
年

(
一
一
九
七
)
に
は
、
父

の
後
を
承
け
て
曲
阜
県

令
に
も
任
じ
ら
れ
た
。
ち
な
み
に
術
聖
公
が
曲
阜

の
県
令
を
兼
ね
る

の
は
、
孔
偬
が
大
定
年
間
に
金
朝
に
よ

っ
て
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
始

ま
る
。
し
か
し
、

モ
ン
ゴ
ル
の
進
攻
に
よ

っ
て
始
ま
る
金
元
交
代
期

の
混
乱
に
、
彼
も
巻
き
込
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
二

一
四
年
五
月

に
は
、
中
都
に
迫

っ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
圧
力
を
逃
れ
る
た
め
、
金

の
宣

宗
は
都
を
沖
京

に
遷
し
た
が

(貞
祐
の
南
遷
)、
こ
の
年
の
七
月
に
、

　り
　

孔
元
措
は
行
在
沐
京

に
参
じ
、
東
平
府
判
官

の
職
を
与
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
発
生
す
る
疑
問
は
、
な
ぜ
孔
元
措
が
曲
阜
を
離
れ
て
沖
京

に

行
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
年
の
正
月
に
、
曲
阜
が
兵
災
を
受
け

た
こ
と

で
あ
る
。
『孔
氏
祖
庭
広
記
』
に
は
、
「貞
祐
二
年
正
月
二
十
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四
日
、
兵
災
本
廟

に
及
び
、
殿
堂
廊
鷹
、
灰
儘
と
な
る
こ
と
什
に
五
」

(巻
九

・
旧
廟
宅
)
と
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
く

『
孔
氏
祖
庭
広
記
』

の
孔
元
措

が
書

い
た
序
文
に
も

「兵
災
に
因
り
て
、
閾
里
の
家
廟
、

半
ば
は
灰
儘

の
中
と
な
る
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
の
被
害
が

後
に
ま
で
復
旧
し
な
か

っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、

「大
徳
十

一
年
閾

里
宅
廟
落
成
後
碑
」
(李
謙
撰
、
『閾
里
広
誌
』
巻

一
三

・
芸
文
)
に
、

「貞
祐
に

一
た
び
澱
え
て
、
久
し
く
し
て
未
だ
復
さ
ず
」

と
書
か
れ

て
い
る
こ
と
で
分
か
る
。
ま
た
、
金
室
の
南
遷
に
よ
っ
て
、
当
時
南

流
し
て
い
た
黄
河
の
北
に
あ

っ
た
曲
阜
も
危
険
地
域
と
な

っ
た
こ
と

に
も
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
、
母
の
死
と

モ
ン
ゴ
ル
の

進
攻
に
よ
る
黄
河
以
北

の
混
乱
の
た
め
、
彼
は
曲
阜
に
帰
る
こ
と
が

で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
ま
ま
沐
京
に
止
め
ら
れ
た
孔
元
措

は
、
改
め

て
太
常
寺
に
ポ
ス
ト
を
与
え
ら
れ
、
金
の
末
年

に
は
太
常

卿
の
地
位

に
進
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、

一
二
三
三
年

の
沖
京
陥
落
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
あ
た
り
か
ら
、
「崇
褒
祖
廟
記
」

の
叙

述
内
容
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
術
聖
公
孔
元
措
を
欠
い
た
曲

阜
で
は
、
孔
元
用
が

一
族
を
率
い
る
こ
と
に
な
る
。

三

「
崇
褒
祖
廟
記
」
に
よ
る
鍋
免
の
経
緯
と
問
題
点

以
下
、
「崇
褒
祖
廟
記
」
の
翻
免
の
経
緯
に
関
わ
る
部
分
、
全
体

の
約
三
分
の
二
ほ
ど
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

い
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず

段
落

に
区
切

っ
た
碑
文
の
訓
読
を
掲
げ
、
そ

の
箇
所

に
つ
い
て
の
考

察
を
述
べ
る
と
い
う
形
で
話
を
進
め
る
。

じ

戊
戌
の
歳
正
月
哉
生
明
、
襲
封
謂
い
て
日
わ
く
、
兵
父
而
来
、
復
び

縄
里
に
還
り
、
廟
貌
を
拝
謄
し
、
林
域
を
糞
除
せ
る
は
、
皆
な
祖
先

の
徳
沢
の
致
す
所
な
り
。
請
う
ら
く
は
其
本
末
を
叙
し
、
之
を
石
に

鑛
し
て
、
以
て
来
者
に
諭
さ
ん
と
欲
す
と
。
僕
は
布
章
を
恭
く
す
る

こ
と
久
余
な
る
も
、
嘗
て
聖
教
に
補
す
る
こ
と
無
く
、
今
ま
老
い
た

り
。
豊
に
文
に
不
能
な
る
を
以
て
、
遂
に
辞
せ
ん
や
。
謹
み
て
其
事

を
記
し
て
、
之
を
敬
述
し
て
日
わ
く
、

戊
戌
の
歳
は

一
二
三
八
年
、
哉
生
明
は
三
日
、
襲
封
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
襲
封
術
聖
公
孔
元
措

で
あ
る
。
次

の
段
で
述
べ
ら
れ
る
よ

う
に
、

モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
に
よ
る
混
乱
の
中
、
彼
は
金
の
行
在
で
あ

る
沐
京

に
移

っ
て
い
た
。
彼
が
、
ふ
た
た
び
曲
阜
に
帰
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
沐
京
で
モ
ン
ゴ
ル
の
手
に
移

っ
た

一
二
三
三
年
よ
り
遅

れ
、

一
二
三
七
年
頃
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
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第
五
節

で
検
討
す
る
。
ま
た
、
「僕
」
と
は
撰
者

の
李
世
弼
で
、
碑

末

に

「
上
元
日
東
原
李
世
弼
記
」
と
あ
る
。
李
世
弼

に
つ
い
て
は
、

す

で
に
こ
の
論
文

の
は
じ
め
の
方

で
触
れ
て
い
る
の
で
繰
り
返
さ
な

い
。

先
聖
五
十

一
代
の
孫
の
襲
封
術
聖
公
を
元
措
と
日
う
。
太
常
卿
を
以

て
沐

に
寓
す
る
に
、
歳
は
癸
巳
、
京
城
の
変
に
当
た
り
、
領
中
書
省

む
か

耶
律
公

の
奏
稟
を
被
む
り
、
傲
え
ら
れ
て
博
に
遷
り
、
再
び
郵

に
遷

る
。
其

の
衣
食
の
須
い
る
所
、
舎
館

の
安
き
、
皆
な
行
台
厳
相
、
之

を
資
給
す
。
親
族
三
百
指
、
坐
し
て
温
飽
を
享
く
る
は
、
威
な
其

の

賜
う
所
な
り
。
以
て
歳
時
の
祭
祀
、
賓
客
の
往
来
、
閻
里

の
慶
弔
、

窮
乏
の
謄

済
に
至
る
、
庇
を
仰
ぎ
て
足
を
取
ら
ざ
る
莫
し
。

孔
元
措

が
、
金
の
滅
亡
の
頃
に
は
太
常
卿
の
地
位
に
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
『孔
氏
祖
庭
広
記
』
巻

一
・
世
次
な
ど
に
記
事
が
あ
る
。

孔
元
措
は
、
癸
巳
歳

(
一
二
三
三
年
)

の

「京
城
之
変
」
、

つ
ま
り

モ
ン
ゴ

ル
に
よ
る
汁
京
陥
落
に
際
し
、
事
前
に

「領
中
書
省
耶
律
公
」

す
な
わ
ち
耶
律
楚
材

(『
孔
氏
祖
庭
広
記
』
で
は
、
「丞
相
領
省
耶
律

楚
材
」
と
表
記
し
て
い
る
)
の
力
に
よ

っ
て
、
沖
京
を
脱
出
す
る
。

こ
の
話
は
、
『金
史
』

の
哀
宗
本
紀
や
、
『
元
史
』

の
耶
律
楚
材
伝

(巻

一
四
六
)
、
宋
子
貞
撰
の
楚
材

の
神
道
碑

(
「
中
書
令
耶
律
公
神

道
碑
」
、
『
国
朝
文
類
』
巻
五
七
)
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
有
名
な
事
件

で
あ
る
。
博
州
は
東
昌
、
郵
州
は
、

こ
れ
か
ら
孔
元
措
の
支
持
者
と

な
る
厳
実
の
根
拠
地

の
東
平
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
東
平
の
学
術
文

化
に
つ
い
て
は
、
安
部
健
夫

「
元
代
知
識
人

と
科
挙
」
(『史
林
』
第

四
二
巻
六
号
、

一
九
五
九
、
後
、
『元
代
史
研
究
』
[創
元
社
、

一
九

七
二
]
に
収
録
)
や
、
高
橋
文
治
氏
前
掲
論
文
が
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
厳
実
は
、
金
末
元
初
の
華
北
に
出

現
し
た

「漢
人
世
侯
」

の
代
表
的
な
人
物

で
、
山
東
省
西
部
を
そ

の
地
盤
と
し
て
い
た
。

『孔
氏
祖
庭
広
記
』
で
は
、
「宣
差
東
平
路
萬
戸
厳
実
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
こ
の
部
分
の
厳
実

の
孔
氏

へ
の
厚
遇
の
表
現
に

つ
い
て
は
後

で
触
れ
る
。
ま
た
、
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が
東
平
ま
で
帰

っ
て
い
な

が
ら
、
何
年
間
か
曲
阜
に
は
入

っ
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
も
後
述
す
る
。

行
台
は
其
の
善
を
専
ら
に
す
る
を
恐
れ
、
美

を
上
に
帰
せ
ん
と
欲
す
。

廼
ち
之
を
中
書
に
聞
し
、
遂
に
孔
氏
の
闘
門

を
し
て
賦
を
算
す
る
こ

と
勿
か
ら
し
む
。
看
林

の
廟
戸
と
雛
も
、
亦

た
然
り
。
吾
相
の
賢
明

に
し
て
本
つ
く
所
を
知
る
と
謂
う
可
き
な
り
。

中
書
が
耶
律
楚
材

で
あ
る
こ
と
は
前
述
。
孔
氏
全
体

へ
の
賦
の
免

除
に
つ
い
て
は
、
後
に

「山
相
」
の
も
と
で
最
終
的
に
決
定
す
る
こ
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と
に
な
る

の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
林
と
は
、
曲
阜
に
存
在
す

る
孔
家
歴
代
の
墓
地

「孔
林
」

の
こ
と
で
あ
り
、
孔
林
に
は
、
そ
の

管
理
の
た
め
の

「廟
戸
」
が
置
か
れ
て
い
た
。
『
孔
氏
祖
庭
広
記
』

巻
八

・
給
漉
掃
廟
戸
に
そ
の
沿
革
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

既
に
し
て
都
運
張
公
は
公

に
告
げ
て
日
わ
く
、
喩
は
上
司
に
申
稟
し
、

専
ら
本
路

の
暦
日
の
魯
る
所

の
白
金
を
以
て
、
聖
廟
を
修
飾
せ
ん
と

し
、
中
書
も
又
た
足
ら
ざ
る
を
慮
い
、
井
せ
て
売
暦
の
金
を
益
し
て

以
て
こ
れ
を
増
せ
り
。
其

の
事
は
已
に
断
事
官
山
丞
相

に
付
せ
ら
る

れ
ば
、
麻
君
は
当

に
親
ら
詣
る
べ
し
と
。

「都
運
張
公
」
は
、
『孔
氏
祖
庭
広
記
』
で
は

「課
税
所
長
官
張

喩
」
と
な

っ
て
お
り
、
耶
律
楚
材
が
、
太
宗
二
年

(
一
二
一二
〇
)
に
、

十
路
徴
収

課
税
所
を
設
け
た
際
に
、
東
平
路
の
長
官
と
な

っ
た
人
物

　ほ
　

と
し
て
、

『元
史
』
太
宗
本
紀
に
見
え
る
。
『
元
史
』
に
は
、
そ
れ
以

外

に
張
喩

の
名
は
見
え
な
い
が
、
『国
朝
名
臣
事
略
』
巻

一
太
師
魯

国
忠
武
王

(木
華
黎
)
に
、
「
世
家
」

か
ら
の
文
と
し
て
、
「
己
卯

(太
祖

一
四
年
、

一
二

一
九
)、
狼
川
の
張
喩
を
以
て
右
司
郎
中
と
な

　め
　

す
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
を
、
瀟
啓
慶
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。

曲
阜
孔
廟
の
戦
乱
に
よ
る
損
壊

に
つ
い
て
は
、
第
二
節

で
す

で
に

述
べ
た
が
、
暦
日
銀
の
付
与
と
そ
れ
に
よ
る
曲
阜
孔
廟
の
修
復

に
つ

い
て
は
、
『
孔
氏
祖
庭
広
記
』

の
命
令
文

に
も
あ
り
、
「仰
せ
て

(孔

元
措
に
)
傍
お
祖
廟
を
修
完
す
る
を
提
領
せ
し
め
よ
、

(中
略
)
諸

路
の
暦
日
銀
の

一
半
も
て
宣
聖
廟
を
修
せ
し
め
、
益
都

・
東
平
の
両

路
は
数
を
尽
く
し
て
襲
封
孔
元
措
に
分
付
し
、
曲
阜
の
本
廟
を
修
完

せ
し
め
よ
」
と
あ
る
。
こ
の
暦
の
売
上
げ
に
よ
る
曲
阜
孔
子
廟
の
維

持
と
い
う
方
策
は
、
こ
れ
以
後
に
も
前
例
と
し
て
考
え
ら
れ
た
よ
う

で
、
例
え
ば
、
世
祖
時
代
に
も
、
王
揮
が

『
秋
澗
先
生
文
集
』
巻
八

五
の

「
用
暦
日
銀
修
祖
庭
孔
廟
事
状
」
に
お
い
て
、
太
宗
時
代
と
同

様
に
東
平

・
益
都
両
路

の
暦
日
銀
を
曲
阜
孔
廟
の
修
治
管
理
に
あ
て

る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
し
、
順
帝

の
後
至

元
年
間
に
も
、
山
東
の

暦
日
銭

の
半
分
を
以
て
廟
の
修
飾
の
費

に
充

て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る

(『閾
里
広
誌
』
巻
二
十

・
芸
文
、
宋
濠
撰

「
明
故
国
子
祭

酒
孔
公
墓
誌
銘
」)
。

断
事
官
山
丞
相
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
述
。

公
は
之
を
聞
き
、
析
然
と
し
て
遽
に
子
弟
を
率
い
、
鯵
乗
を
具
し
て

千
里
を
遠
し
と
せ
ず
、
直
ち
に
燕
京
に
抵
り
、
竹
林
堂
頭
簡
老
、
長

春
宮
大
師
薫
公
に
選
遁
す
。
皆
丞
相
の
師
友

に
し
て
、
喜
び
て
相

い

許
し
て
之
を
優
佑
す
。
薫
は
、
詰
朝
に
先
往
し
、
道
は
河
を
経
た
る

に
、
泳
未
だ
堅
な
ら
ざ
れ
ば
、
祝
し
て
曰
わ
く
、
此
行
は
私
に
致
す
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に
あ
ら
ず
、
宣
聖

の
故
を
以
て
な
り
と
。
遂
に
馬
を
策
し
て
前
む
。

余
の
者
は
泳
析
せ
る
を
以
て
継
が
ず
。
簡
は
親
ら
行
か
ざ
る
と
錐
も
、

継
い
で
侍
者
を
以
て
往
か
し
む
。
皆
な
之
が
先
容
を
為
し
て
、
山
相

に
言
い
て
日
わ
く
、
宣
聖
の
治
世
の
?
は
天
地
日
月
の
形
容
す
る
こ

と
能
わ
ざ

る
が
如
し
、
今
ま
其
の
孫
の
林
廟
の
故
を
以
て
親
ら
来
た

る
。
其
の
事
に
賛
成
す
る
は
亦
た
善
な
ら
ざ
ら
ん
や
と
。
丞
相
は
敬

い
て
之
に
従
う
。

こ
の
燕
京

で
孔
元
措
が
会

っ
た
二
人
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て

次

の
節
で
述

べ
る
。
『孔
氏
祖
庭
広
記
』

に
は
、
「竹
林
堂
頭
簡
老
」

の
名
は
な
く
、
「
長
春
宮
大
師
瀟
公
」
は
、
「古
燕
義
士
薫
元
素
」
と

あ
る
の
が

そ
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
丞
相
」

に
つ
い
て
は
、
『
孔
氏

祖
庭
広
記
』
の
命
令
文

で
は
、
「与
朝
廷
断
事
官
丞
相
耶
律
田
山
為

師
友
」
と
あ

っ
て
、
耶
律
田
山
を
指
す
こ
と
が
分
か
る
。

ゆ

丁
酉

の
歳
、
仲
冬
二
十
有
六
日
、
公
は
燕
自
り
し
て
固
安
の
西
に
適

き
、
山
相

の
帳
下
に
謁
す
。
二
師
の
先
に
言
う
の
故
に
由
り
て
、
信

宿
し
て
其

の
事
に
就
く
。
宣
聖
の
後
は
、
悉
く
租
賦
を
鯛
せ
ら
れ
、

顔
孟
の
商
も
亦
た
之
の
如
し
。
襲
封
の
職
、
祭
祀
の
土
田
も
並
に
旧

に
伍
ら
し
あ
ら
る
。
朝
廷

の
優
佃
の
徳
は
至
渥
な
り
。
然
れ
ど
も
、

行
台
厳
公

に
権
輿
し
、
中
書
耶
律
公
に
維
持
せ
ら
れ
、
丞
相
山
公
に

成
り
、
事
は
三
相
を
歴
し
て
、
旧
観
を
復
せ
る
な
り
。
(以
下
略
)

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「丁
酉
の
歳
、
仲
冬
二
十
有
六
日
」
と

い
う
日
付
で
、
こ
れ
は
、
イ
の

「
丁
酉
年
石
刻
」
の
命
令
文
に
付
さ

れ
た
日
付
と
同
じ
で
あ
る
。
山
相
の
い
た
と

い
う
固
安
は
、
北
京
の

南
約
五
十
キ
ロ
に
あ
る
。

そ
し
て
、
「
山
相
」
で
あ
る
が
、
『孔
氏
祖
庭
広
記
』

で
は
、
「
朝

廷
断
事
官
丞
相
耶
律
田
山
」
と
な

っ
て
い
る
。
薫
氏
が
、
「
耶
律
サ

山
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
四
部
叢
刊
所
収

の

『孔
氏
祖
庭
広
記
』

で
は
、
彼
の
名
前
の
左
の

一
画
が
欠
け
て
見

え
る
こ
と
か
ら
で
あ
ろ

う
が
い
か
が
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
朝
廷
断
事
官
丞
相
」
と
碑
文

に
書
か
れ
て
い
る
人
物

で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
具
体

的
な
こ
と
は
な
に
も
分
か
ら
な
い
。

一
方
で
、
「崇
褒
祖
廟
記
」
に
は
見
え
な
い
が
、
「丁
酉
年
石
刻
」

や

『
孔
氏
祖
庭
広
記
』
に
は
、
命
令
文
の
提
案
者
と
し
て

「札
魯
火

赤
也
可
那
演
胡
都
虎
斡
魯
不
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。
す

で
に

『元
代
白
話
碑
集
録
』

に
注
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
「札
魯
火
赤
也
可

那
演
」
は
、
漢
語
で
は

「断
事
官
大
官
人
」
と
訳
さ
れ
る
語
で
あ
り
、

「胡
都
虎
」
と

「斡
魯
不
」
は
、
人
名
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
胡
都
虎
は
、
他
の
史
料
に

「
忽
都
虎
」、
「胡
土
虎
」
、

「忽
都
護
」
な
ど
の
表
記
で
名
前
の
見
え
る
人
物

で
、
太
宗
の
六
年
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「中
州
断
事
官
」

に
任
じ
ら
れ
、
こ
の
時
期

の
モ
ン
ゴ

ル
側
の
漢
地

支
配
、
と
く
に

一
二
一二
五
年
の
乙
未
の
編
籍
で
は
、
中
心
人
物
で
あ

っ

船
が
し
た
が

っ
て
、
「聖
人
の
家
」

へ
の
優
免
と
い
う
問
題
に
と

っ

て
は
、
も

っ
と
も
関
係

の
深
い
人
物
の

一
人
と
言
え
る
。
も
う

一
方

の
斡
魯
不

に
つ
い
て
は
、
薫
氏
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、

『
元
史
』

の

憲
宗
本
紀

に
、
憲
宗
元
年
に
牙
刺
瓦
赤
な
ど
と
と
も
に
燕
京
等
処
行

　り
　

尚
書
省
事

に
任
じ
ら
れ
た
人
物
の
中
に
名
前
が
見
え
、
お
そ
ら
く
は

同

一
人
物

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

と
こ
ろ

で
、
後
で
も
引
用
す
る
よ
う
に
、
「海
雲
碑
」
に
は
、
「大

官
人
是
の
言
を
聞
き
、
乃
ち
其
の
請
に
従
い
、
復
た
其
の
爵
を
襲
し
、

以
て
其

の
祀
事
を
継
が
し
め
た
り
」

と
あ
り
、
関
係
者
と
し
て
、

「
大
官
人
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
「海
雲
碑
」
は
前
後
が
欠
落
し

て
い
る
が
、
『仏
祖
歴
代
通
載
』
に
よ

っ
て
補
え
ば
、
「
是

の
言
」、

「其
の
請
」
と
は
、
海
雲
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、

海
雲
が
孔
元
措
の
処
遇
に

つ
い
て
助
言
を
し
た
の
に
対
す
る
結
果
と

い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
を
、
「崇
褒
祖
廟
記
」

で
は
海
雲
が
侍
者

を

「
山
丞
相
」
の
と
こ
ろ

へ
派
遣
し
説
得
し
た
と
な

っ
て
い
る
こ
と

と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
「大
官
人
」
11

「山
丞
相
」

11
耶
律
田
山
と

い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
海
雲
碑
」

で
は
、

こ

の
話
題
の
直
前
と
直
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
「
忽
都
護
大
官
人
」

と

い
う
表
現
が
見
え
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
箇
所

の

「大
官
人
」
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
タ
タ
ー
ル
出
身
の
胡

都
虎
が
、
契
丹
姓
の
耶
律
を
名
乗
る
事
は
考
え
ら
れ
ず
、
別
人
物
で

あ
る
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
山
相
に
会

っ
た
結
果
、
孔
元
措
に
対
し
て
、
最
終
的
に
、

顔
孟
の
子
孫
を
も
含
め
て
の
租
賦
の
翻
免
、
さ
ら
に
襲
封
の
職
と
、

祭
祀
の
た
め
の
田
土
に
つ
い
て
も
従
来
通
り
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
の
顔
孟
の
子
孫

へ
の
盤
免
に
つ
い

て
の
命
令
文
が
、
イ
の

「
丁
酉
年
石
刻
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
そ
こ
で
も
、
「亜
聖
の
後
は
、
仰
せ

て
僧
道
に
依

り
て

一

体
に
差
発
を
鯛
免
し
去
詑
ん
ぬ
」
と
あ
り
、
錨
免
が
行
な
わ
れ
た
こ

と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、

こ
の
碑
の
上
段
で
す
で
に
、
中
書
省
、
す

な
わ
ち
耶
律
楚
材
に
よ

っ
て

「孔
氏
の
閾
門
を
し
て
賦
を
算
す
る
こ

と
勿
か
ら
し
む
。
看
林

の
廟
戸
と
錐
も
、
亦

た
然
り
」
と
あ
り
、
そ

れ
と
こ
こ
で
の
山
相
に
よ
る
命
令
と
が
ど
う
関
係
す
る
の
か
疑
問
が

残
る
。
な
お
、
牧
野
修
二
氏
が
最
近

「
元
代

の
税
役
用
語
差
発
に
つ

い
て

(上
)」
(愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集

文
学
科
編
二
八
)
を
発

表
さ
れ
、
元
朝
に
お
け
る

「
差
発
」

の
さ
ま
ざ
ま
な
用
例
に

つ
い
て

分
析
を
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
と
く
に
近
く
発
表
さ
れ
る

(下
)
で
、

丁
酉
年
に
お
け
る
翻
免
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
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の
で
、
翻
免
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
待

つ
こ
と
と
し
た

い
。最

後
に
、
『
孔
氏
祖
庭
広
記
』
所
載
の
命
令
文
全
体
を
示
し
て
お

く
。

も
ろ
も
ろ

札
魯
火
赤
也
可
那
演
の
胡
都
虎

・
斡
魯
不
、
衆
の
孔
魯
火
赤
那

こ

と

ば

演

の
言
語
。
襲
封
術
聖
公
孔
元
措
の
来
申
に
拠
る
に
、
宣
聖
の

子
孫

は
歴
代
並
び
に
賦
役
を
免
ぜ
ら
れ
た
り
、
見
に

一
十
五
家

有
り
。
歴
代
旧
有
の
地
土
は
六
百
頃
、
賦
役
を
免
ぜ
ら
れ
て
祭

祀

に
供
給
せ
り
。
又
た
看
林

の
廟
戸
は
旧
と
百
戸
を
設
け
ら
る

も
、

見
に
十
戸
有
り
、
洒
掃
等

の
事
を
構
せ
ず
。
如
し
文
字
到

る
日

に
は
、
仰
せ
て
孔
元
措
は
旧
に
依
り
て

「襲
封
術
聖
公
主

奉
先
聖
祀
事
」
と
し
、
伍
お
祖
廟
を
修
完
す
る
を
提
領
せ
し
め

よ
。

孔
氏
の
子
孫

一
十
五
家
、
亜
聖
顔
子
の
後
八
家
、
獅
國
公

の
後

二
家
、
廟
戸
は
旧
に
依
る
の
百
戸
、
計

一
百
二
十
五
戸
の

つ

奉
上

せ
る
綜
線
、
顔
色
、
税
碩
、
軍
役
、
大
小
差
発
に
拠
き
て

は
、

並
び
に
翻
免
を
行
な
え
。
上
項

の
戸
計
は
尽
く
舘
除
を
行

な

い
、
州
県
の
所
管
に
属
せ
ざ
ら
し
め
よ
。
諸
路
の
暦
日
銀
の

一
半

も
て
宣
聖
廟
を
修
せ
し
あ
、
益
都

・
東
平
の
両
路
は
数
を

尽
く
し
て
襲
封
孔
元
措
に
分
付
し
、
曲
阜
の
本
廟
を
修
完
せ
し

　　
　

あ

よ

。

四

「
竹
林
堂
頭
簡
老
」
と

「
長
春
宮
大
師
蒲
公
」

ま
ず

「簡
老
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
瀟
啓
慶
氏
が
、
程
鍾
夫

の

『雪
楼
集
』
巻
六
の

「
海
雲
和
尚
簡
公
塔
碑
」

に
、
海
雲
が
竹
林
寺

の
住
職
で
あ

っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
か
れ
の
名
前
が
印
簡

で

あ
る
こ
と
か
ら
、
海
雲
で
あ
る
と
の
結
論
を
出
し
て
お
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
塔
銘
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
瀟
氏
も
引
用
し
て
お
ら
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
で
史
料

工
と
し
た

「
海
雲
碑
」
に
は
、
海
雲

と
孔
元
措
と
の
関
係
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
し
、
「
住
持
竹

林
禅
寺
」
と
も
書
か
れ

て
い
る
。

こ
の
碑
文

は
、
上
述
の
よ
う

に

『退
竜
談
芸
録
』
と
蘇
天
鉤
論
文
に
移
録
さ
れ

て
い
る
の
で
、
全
文

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
筆
者
は
、
北
京

の
法
源
寺
に
あ
る
碑
石

を
実
見
す
る
機
会
を
得
た
の
で
、
碑
面
か
ら

の
読
み
取
り
を
、
葉
恭

緯
お
よ
び
侯
場
に
よ
る
録
文
に
よ

っ
て
補
正
し

つ
つ
、
関
係
の
部
分

を
引
用
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

(
*
は
欠
字
を
、

口

は
補
な

っ
た
部
分
を
示
す
、
読
み
取
り
と
録
文
が
異
な
る
部
分

に
つ

い
て
は
、
と
く
に
示
し
て
い
な
い
)。

初
孔
聖
之
後
襲
封
術
聖
公
元
措
自
沐
渡
河
、
復
曲
阜
廟
林
之
祀
、

至
燕
以
承

*
*
*
師
時
言
、
(欠
落
)

[乃
]

*
之
日
、
夫
儒
者

之
道
、
上

[唐
]
舜
萬
湯
文
武
周
公
、
聖
人
之
道
行
、
君

[臣
]
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父
子
位
定
、
故
人
倫
明
干
上
、
小
民
親
干
下
、
孔
子
生
干
周
末

世
、
経
戦
国
遍
歴
諸
侯
、
而

[主
]

*
、
終
不
能
正
、
乃
自
衛

反
魯
、
尊
王
黙
覇
、
刷
定
詩
書
、
正

[礼
]

楽

*
春
秋
、

(欠

落
)

得
居
人
上
之
尊
、

臣
下
士
民
各
守
其

[職
業
]
、
而
不

[敢
]
僧
乱
之
者
、
天
下
共

*
之
、
蓋
孔
子
天
生
聖
人
、

善
稽

古
典
、
以
大
中
至
正
之
道

・
三
綱
五
常
之
理

・
性
命

[禍
福
]

之
原

・
君
臣
父
子
夫
婦
之
道

・
治
国
斉
家
平
天
下

・
正
心

[誠
]

意
之
本
、
自

[孔
子
至
此
襲
封
、
凡
五
十

一
代
]
、
有
国
者
皆

使
之
襲
承
祀
事
、
未
之
或
閾
、
大
官
人
聞
是
言
、
乃
従
其
請
、

使
復
襲
其
爵
以
継
其
祀
事
焉
、
師
復
以
相
伝
孔
子
之
道
顔
子
孟

子
、
今
其
孫
倶
存
、

[及
]
習
周
孔
之
業
為
儒
者
、
亦
皆
獲
免

其
差
役
之
賦
、
使
之
服
勤
其
教
為

*
*
*
*
*
*
*
*

[凡
与

当
世
]
王
侯
論
治

[民
]
之
道
、
必
以
儒
教
為

[先
、
其
]
不

偏
泥
如
此

前
に
も
書

い
た
よ
う
に
碑
の
状
態
が
悪
く
、

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
も

残
念
な
が
ら
欠
落
が
は
な
は
だ
し
い
が
、
『仏
祖
歴
代
通
載
』

の
該

当

の
箇
所

を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る

(大
正
大
蔵
経

に
よ
る
)
。

初
孔
聖
之
後
襲
封
術
聖
公
元
措
者
渡
河
、
復
曲
阜
廟
林
之
祀
、

時
公
持
東
平
厳
公
書
謁
師
、
師
以
襲
封
事
為
言
於
大
官
人
、
師

為
其
言
日
、
孔
子
善
稽
古
典
、
以
大
中
至
正
之
道

・
三
綱
五
常

之
礼

・
性
命
禍
福
之
原

・
君
臣
父
子
夫
婦
之
道

・
治
国
平
天
下

・

正
心
誠
意
之
本
、
自
孔
子
至
此
襲
封
術
聖
公
、
凡
五
十

一
代
、

凡
有
国
者
使
之
襲
承
祀
事
、
未
嘗
有
訣
、
大
官
聞
是
言
、
乃
大

敬
信
、
於
是
従
師
所
言
、
命
復
襲
其
爵

以
継
其
祀
事
、
師
復
以

顔
孟
相
伝
孔
子
之
道
、
令
其
子
孫
不
絶
、
及
習
周
孔
儒
業
者
為

言
、
亦
皆
獲
免
其
差
役
之
賦
、
使
之
服
勤
其
教
為
国
家
之
用

こ
れ
を
碑
文
の
残
存
箇
所
と
比
較
す
る
と
、
『
仏
祖
歴
代
通
載
』

に
は
省
略
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
読

あ
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
拠

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
今
、
い
さ
さ
か
読
み
づ
ら
く
は
あ
る
が
、
碑
文
の
方
を
読
ん

で
み
る
と

(海
雲
が
孔
子
の
教
え
を
述
べ
た
部
分
を
除
く
)、

よ

初
め
孔
聖
の
後
襲
封
術
聖
公
元
措
、
沖
自
り
河
を
渡
り
、
曲
阜

廟
林
の
祀
を
復
す
。
燕
に
至
り
、
(欠
落
)
師
時
に
言

へ
ら
く

(中
略
)
国
を
有

つ
者
は
皆
な
之
を
し
て
祀
事
を
襲
承
せ
し
め
、

未
だ
之
を
或
は
閾
か
ず
。
大
官
人
是
の
言
を
聞
き
、
乃
ち
其
の

請
に
従

い
、
復
た
其
の
爵
を
襲
し
、
以

て
其
の
祀
事
を
継
が
し

め
た
り
。
師
は
復
た
孔
子
の
道
を
相
伝

せ
る
顔
子
、
孟
子
の
、

今
ま
其
の
孫
の
倶
に
存
せ
る
、
及
び
周
孔
の
業
を
習
い
て
儒
と

為
れ
る
者
を
以
て
、
亦
た
皆
な
其
の
差
役
の
賦
を
免
ず
る
を
獲

一42一



さ
し
め
、
之
を
し
て
其
の
教
に
服
勤
せ
し
む
。

こ
の
よ
う
に
こ
の

「
海
雲
碑
」
に
は
、
海
雲
が
、
「大
官
人
」
に
、

孔
元
措
を
は
じ
め
、
儒
者
た
ち
へ
の
優
免
を
説
得
し
た
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す

べ
て
が
海
雲
の

「大
官
人
」

へ
の
献
言

の
ゆ
え
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は

「周
孔
の
儒
業
を
習
う
者
」

へ
の
差
役

の
免
除
ま

で
、
海
雲

一
人
の
活
躍
の
故
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の

は
、
墓
碑

に
常
の
過
褒
と
し
て
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

海
雲
に

つ
い
て
は
、
岩
井
大
慧

に
、
「元
初

に
於
け
る
帝
室
と
禅

僧
と
の
関
係

に
つ
い
て
」
(『東
洋
学
報
』
第

一
一
巻
四
号
、

一
二
巻

一
号
、
二
号
、

一
九
二
二
、
後
、
『
日
支
仏
教
史
論
孜
』
[東
洋
文
庫
、

一
九
五
七
]
所
収
)
が
あ
り
、
そ
の
生
涯
や
、
元
室
と
の
関
係

に
つ

い
て
詳
し
く
紹
介
し
て
お
り
、
ま
た
最
近
で
は
、
再
雲
華

「
元
初
臨

済
僧
人

ー
海
雲
的
禅
法
和
思
想
」
(『
華
岡
仏
学
報
』
五
)
が
あ
る
。

彼
は
金

の
泰
和
七
年

(
一
二
〇
二
)

に
生
ま
れ
、
元

の
憲
宗
七
年

(
一
二
五
七
)

に
死
ん
だ
臨
済
宗
の
僧

で
、
大
宗
オ
ゴ
タ
イ
の
尊
崇

を
受
け
、

さ
ら
に
憲
宗
の
元
年

に
は
、
道
教
の
李
真
常
と
な
ら
ん
で
、

　　
　

仏
教

の
管
掌
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
太
宗
-
憲
宗
朝
の
時
期

の
仏
教

界

の
代
表
的
人
物
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次

に
、

長
春
宮
大
師
瀟
公

で
あ
る
。

『
孔
氏
祖
庭
広
記
』

で
は

「燕
京
義
士
瀟
元
素
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
長
春
宮
は
、
現
在
の
白

雲
観

の
西
の
あ
た
り
に
あ

っ
た
道
観
で
、
元
来
は
天
長
観
あ
る
い
は

太
極
観
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
チ
ン
ギ

ス
ハ
ン
の
尊
崇
を
受
け
た
全

真
教
の
教
主
丘
処
機
が
こ
こ
に
住
み
、
丁
亥

の
年

(
一
二
二
七
)
に
、

　　
　

チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
か
ら

「長
春
宮
」
の
名
前
を
賜

っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
長
春
宮
は
全
真
教
の
燕
京
に
お
け
る
拠
点
で
あ

っ
た
か
ら
、

こ
の
薫
公
は
お
そ
ら
く
は
全
真
教
の
関
係
者

で
あ
ろ
う
こ
と
、
し
か

も

「大
師
」
と
い
う
称
号
を
付
さ
れ
て
い
る
以
上
、
か
な
り
の
地
位

に
い
た
人
物
と
見
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
全
真
教
関

係
の
資
料
、
例
え
ば

『道
家
金
石
略
』
所
収

の
碑
刻
に
見
え
る
宗
系

の
類
な
ど
を
見
て
も
、
該
当
す
る
人
物
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な

い
。薫

公
に
つ
い
て
は
、
も
う

一
つ
の
可
能
性

と
し
て
、
薫
姓
は
太

一

教
の
開
祖
の
姓
で
あ
り
、
以
後

の
教
主
も
、
俗
姓
に
関
わ
ら
ず
、
薫

　ハ
　

姓
も
名
乗

っ
て
い
た
こ
と
や
、
長
春
宮
の
前
身
天
長
観
は
、
北
京
が

金
の
中
都
で
あ

っ
た
時
代

に
は
、
太

一
教

に
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
な

　ぬ
　

ど
か
ら
、
太

一
教

に
関
係
す
る
人
物

で
あ

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、

こ
の
宗
派

に
関
す
る
資
料
は
少
な
く
、
少
な
く
と
も
、
筆

者
が

『道
家
金
石
略
』
所
収
の
太

一
教

の
資
料
を
検
索
し
た
限
り
で

は
、
こ
ち
ら
に
も
該
当
す
る
人
物
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「崇
褒
祖
廟
記
」
の

「
長
春
宮
大
師
」
と

い
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う
呼
び
方

や
、
『
孔
氏
祖
庭
広
記
』
に
見
え
る

「
元
素
」
と

い
う
名

前
か
ら
考

え
て
、
宗
派
は
別
と
し
て
道
教
教
団

の
関
係
者

で
あ
る
こ

と
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
孔
元
措
及
び

「聖
人
の
家
」

へ
の
翻
免

の
実
現
に

あ
た

っ
て
は
、
仏
教

の
海
雲
、
全
真
教
の
薫
元
素
と
い
っ
た
宗
教
関

係
者
が
関
係
し
て
い
る
。

こ
こ
で
他
の
宗
教
と
の
関
連
か
ら
丁
酉
年

の
翻
免
に

つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

従
来
か

ら
、
「聖
人
の
家
」
に
限
ら
ず
元
朝

に
お
け
る
儒
人
に
対

す
る
優
免

に
関
し
て
は
、
当
時
の
三
教
思
想
と
の
関
連
や
、
さ
ら
に

チ
ン
ギ

ス

ハ
ン
の
大

ヤ
サ
に
見
え
る
宗
教
者

へ
の
処
遇
と
の
関
連
か

　お
　

ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
を
他

の
仏
道
な
ど
と
同
様

に
、

一
つ
の
宗
教
と
み
な
し
て
、
宗
教
教
団

に
対
す
る
優
遇
の

一
つ

と
し
て
儒
人

へ
の
優
遇
も
与
え
ら
れ
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
と
く

に
、
こ
こ
で
問
題

に
し
て
い
る
丁
酉
年
の

「
聖
人
の
家
」

へ
の
翻
免

に
つ
い
て
は
、
「
丁
酉
年
石
刻
」

の

「仰
依
僧
道

一
体
翻
免
差
発
去

詑
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
字
句

を
以

て
、
儒
人
を
仏
道
と
同
列
に
並

べ
た
も
の
と
す
る
理
解
で
あ
る
。

し
か
も
、

耶
律
楚
材
の
神
道
碑
に
よ
れ
ば
、

こ
の
丁
酉
の
年
に
は
、

彼
の
提
案

に
よ

っ
て
、
僧
道

へ
の
試
験
も
行
な
わ
れ
、
経
文
に
通
じ

　　
　

な
い
僧
侶

や
道
士
を
淘
汰
す
る
よ
う
に
と
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
た
し

か
に
、
そ
こ
に
は
、
「
三
教
を
汰
す
」
と
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
も
の

が

一
連
の
施
策

で
あ

っ
た
よ
う
に
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
筆
者
は
、
丁
酉
年
の
命
令
文
に
関
し
て
は
、
関
連
す
る

部
分
の
読
み
は
、
「仰
せ
て
僧
道
に
依
り
て

一
体
に
差
発
を
盤
免
し

詑
わ
ん
ぬ
」
、

つ
ま
り

「
僧
侶
や
道
士
の
例
に
依

っ
て
、

同
様

に
差

発
を
免
除
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
、
あ
く
ま
で
も
翻
免
の
や

り
方
の
前
例
と
し
て
仏
道

へ
の
処
遇
を
例
示

し
た
も
の
と
解
釈
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
碑
の
下
戴

に
同
刻
さ
れ
て
い
る
、

延
祐
元
年
の
命
令
文
の
中
に
、
「
依
僧
道
例
」

と
引
用
さ
れ
て
い
る

の
は
、
当
時
の
人
も
、
こ
の
語
句
を

「僧
道

の
例
に
倣

っ
て
」
と
理

解
し
て
い
た
例
証
と
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

こ
こ
で
依
拠
す
べ
き
先
例
と
さ
れ
て
い
る
僧
道
に
対
す
る

翻
免

で
あ
る
が
、
道
教
関
係
で
現
在
知
る
こ
と
の
で
き
る
最
古
の
例

は
、
整
屋
重
陽
万
寿
宮
や
灘
県
玉
清
宮
に
残

さ
れ
て
い
る
、
癸
未
年

(
一
二
二
三
)
の
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
の
聖
旨
碑
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
丘

神
仙
と
そ
の
弟
子

(す
な
わ
ち
全
真
教
道
観

と
道
士
)
の
差
発
賦
税

　め
　

を
免
除
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
丁
酉
年

に
先
行
す
る
こ
と
十
四

年
前
で
あ
る
。

す
で
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
例

え
ば
、
裁
判
に
お
け
る

「約
会
」
の
場
合
な
ど
で
は
、
明
ら
か
に
儒
仏

道
三
教
を
対
立
的
に
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捉
え
て
お
り
、
儒
が
仏
道
と
並
列
的
に
見
ら
れ
る
場
合
が
存
在
し
た

こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
丁
酉
の
鋼
免
に
関
し
て
言
え

ば
、
上
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
命
令
文

の
文
面
か
ら
は
、
儒
を
仏
道

と

一
体
の
物
と
し
て
い
る
と
は
理
解
し
難

い
し
、
ま
た
、
こ
の
錨
免

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
年
に
聖
旨
が
出
さ
れ
た
儒
人

へ
の
選
試

の
問
題
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、

こ
の
場
合
に
関
し
て
は
、

モ
ン
ゴ

ル
に
お
け
る
宗
教
者

へ
の
特
権
的
処
遇
の
問
題
と
し
て
は
考

え
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
に

宗
教
者
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
こ
と
を
、
ど
う
理
解
す
べ
き
か
と
い

う
事
に
な

る
が
、
彼
ら
が
当
時
モ
ン
ゴ
ル
政
権
と
結
び

つ
く
こ
と
に

よ

っ
て
持

っ
て
い
た
力
を
、
孔
元
措
の
術
聖
公
就
任
の
背
景
と
し
て

利
用
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と
見
た
い
。
そ
の
問

題

に
つ
い
て
は
次
節

で
取
り
上
げ
る
。

五

襲
封
彷
聖
公
主
奉
先
聖
祀
事

-
建
碑
に
至
る
事
情

さ
て
、
『
孔
子
祖
庭
広
記
』
の
命
令
文

に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
文
字
の

到
る
日
」

に
、
孔
元
措
を

「
旧
に
依

っ
て
」
、
「襲
封
術
聖
公
主
奉
先

　　
　

聖

祀

事

」

と

す

る

と

し

て

い
る

。

す

な

わ
ち

、

こ

の
丁

酉

の
年

に
、

孔
元
措

に
す
で
に
金
朝
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
術
聖
公
と
し
て
の
地

位
が
、

モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
に
よ
っ
て
も
再
確
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
丁
酉
襲
封
の
記
事
を
載
せ
る
史
料

は
多
く
、

「崇

褒
祖
廟
記
」

で
も
、
孔
元
措
が
山
丞
相
に
会

っ
た
後

の
話
と
し

て

「襲
封
の
職
、
祭
祀
の
土
田
は
並
に
旧
に
傍
ら
し
め
ら
る
」

と
記
し

て
お
り
、
丁
酉
年

の
襲
封
と
理
解
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
「海
雲
碑
」

で
も
、
彼

の
手
紙

の
勧
め
に
従

っ
て
、
大
官
人
が

「復
た
其

の
爵
を

襲
わ
し
め
、
其

の
祀
事
を
継
が
し
め
」
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
元
代
に
お
い
て
は
、
曲
阜
で
は
、
孔
元
措
の
襲
封
は
、

こ
の
丁
酉

の
事
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
後
至
元
五
年

(
一
三

　　
　

三
九
)

に
立
碑
さ
れ
た
、
欧
陽
玄
の

「
大
元
勅
脩
曲
阜
宣
聖
廟
碑
」

に
は
、
「太
宗
皇
帝
平
金
初
年
、
歳
在
丁
酉
、

首
詔
孔
元
措
襲
封
術

聖
公
」
と
し
、
以
下
こ
の
命
令
文
の
内
容
を
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『元
史
』

太
宗
本
紀

に
は
、
太
宗
五
年

(
一
二
三
三
)
六
月
に

「
詔
し
て
、
孔

子
五
十

一
世
孫
元
楷

(措
)
を
以
て
術
聖
公
を
襲
封
せ
し
む
」
と
あ

る
。

こ
の
間
の
年
代
の
相
違
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。そ

れ
に
は
、
話
を
ふ
た
た
び

=

二

四
年

の
貞
祐
の
南
遷
に
戻
し
、

モ
ン
ゴ
ル
進
攻
後

の
曲
阜
に
つ
い
て
見
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
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の
問
題
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
、
陳
高
華
氏
が
前
掲

の

「
金
元
二
代

之
術
聖
公
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
関
連
史
料
も
提
示
さ
れ
て

い
る
が
、

こ
こ
で
は
、
「崇
褒
祖
廟
記
」
の
成
立
と
い
う
視
点
か
ら

述
べ
て
い
く
。

さ
て
、
す

で
に
書

い
た
よ
う
に
、
孔
元
措
は
祖
地
の
曲
阜
を
離
れ
、

行
在
の
沖
京
に
向

っ
た
。
主
と
も
言
う
べ
き
術
聖
公
孔
元
措
を
欠
い

た
曲
阜
で
は
、
彼

に
代
わ

っ
て
孔
元
用
が

一
族
を
率

い
る
。
孔
元
用

の
孫
に
あ
た
る
孔
治
の
神
道
碑
に
よ
れ
ば
、
や
が
て
侵
入
し
て
き
た

モ
ン
ゴ
ル
軍
に
対
し
、
孔
元
用
は

一
族
を
率

い
て
投
降
し
、
こ
れ
を

受
け
て
、

チ
ン
ギ

ス
ハ
ン
か
ら
漢
地

の
支
配
を
任
さ
れ
て
い
た
ム

ハ

リ
に
よ

っ
て
、
彼
は
曲
阜

の
県
令

に
任
じ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、

『
閾

里
志
』
巻
二

・
世
家
志
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
ム
ハ
リ
は
孔
元
用
を

　の
　

術
聖
公
に
封
じ
、
印
を
給
し
た
と
い
う
。
『閾
里
志
』
は
、

明
の
書

物

で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
地

の
文
で
あ
る
の
で
、
元
用
の
術
聖
公
就

任
を
伝
え

る
史
料
と
し
て
は
弱
い
の
で
あ
る
が
、
次
に
書
く
よ
う
に
、

孔
元
措
の
曲
阜
帰
還

に
際
し
て
厳
実
の
調
停
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と

か
ら
見
て
も
、
彼

の
就
位
が
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ち

な
み
に
、

ム
ハ
リ
は
太
祖
の

一
八
年

(
一
二
二
三
)

に
死
ん
で
い
る

か
ら
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
そ
れ
よ
り
以
前
の
事
と
な
る
。

ま
た
、

こ
の
孔
元
用
は
、
排
行
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
孔
元
措
と

同
じ
第
五

一
世

で
は
あ
る
が
、
四
七
世

の
時

に
枝
別
れ
を
し
た
系
統

　　
　

の
人
物

で
、
血
筋
と
し
て
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
。
孔
元
用
は
、
や

が
て
県
令

の
地
位
を
息
子
の
孔
之
全
に
譲
り
、
自
身
は
、
丁
亥
の
年

(
一
二
二
七
)
に
益
都
攻
略
に
参
加
し
、
そ
の
地

で
戦
没
し
た
と
い

.縛

一
方
、
耶
律
楚
材
に
よ

っ
て
、
陥
落
寸
前

の
沖
京
か
ら
救
出
さ
れ

た
孔
元
措
は
、
そ
の
年
の
六
月
に
改
め
て
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
か
ら
術
聖

公
に
封
じ
ら
れ
た
か
ら
、
い
わ
ば
二
人
の
術
聖
公
が
出
現
し
た
こ
と

に
な
る
。
そ
の
孔
元
措
が
、
曲
阜
に
帰

っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

当
然
の
事
な
が
ら
、
曲
阜
の
主
の
地
位
を
め
ぐ

っ
て
問
題
が
発
生
す

る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
二
人
の
術
聖
公
と
い
う
問
題
の
解
決
は
、
東
平
の
厳
実
の
調

停
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
孔
治
の
神
道
碑
に
は
、
こ
の
事
を

次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

金
の
巳
前
の
襲
封
公
元
措
来
帰
し
、
同

に
武
恵
厳
侯
に
謁
す
。

公

(孔
之
全
)
因
り
て
、
譲
り
て
日
わ
く
、

「賢
を
以
て
し
て

も
、
長
を
以
て
し
て
も
、
責
は
吾
が
叔

に
在
り
」
と
、
元
措
は

な
ん
じ

許
し
て
日
わ
く
、
「子
の
父
子
は
林
廟
を
保
全
す
、
当

に
其

の

つ

邑
を
世
ぐ
べ
し
」
と
。
武
恵
、
之
を
允
し
、
価
お
邑
に
宰
た
る

　　
　

こ
と
二
十
余
年
な
り
。
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す
な
わ
ち
、
曲
阜
の
主
た
る
べ
き
人
物
が
、
二
人
存
在
す
る
事
態

に
な

っ
た
時
、
曲
阜
を
そ
の
中
に
含
む
東
平

の
実
質
的
な
支
配
者
で

あ
る
厳
実

の
調
停
に
よ

っ
て
、
術
聖
公
は
孔
元
措

に
、
県
令
は
孔
之

全
に
と
い
う
形
で
問
題
の
解
決
が
計
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
何

時
の
事
か

に
つ
い
て
は
、
神
道
碑
に
は
記
述
が
な

い
が
、
「
崇
褒
祖

廟
記
」
に
よ
れ
ば
、
戦
乱
が
始
ま
っ
て
以
来
、
は
じ
め
て
曲
阜
に
還

る
こ
と
の

で
き
た
孔
元
措
が
、
戊
戌
の
歳
の
正
月
哉
生
明

(三
日
)

に
そ
の
経
緯

に
つ
い
て
の
碑
を
立
て
る
こ
と
を
発
案
し
た
と
あ
る
か

ら
、
こ
の
調
停
は
そ
の
前
年
、

つ
ま
り
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
丁

酉
年
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

「崇
褒
祖
廟
記
」
に
は
、
孔
元
用
、
之
全
父
子
に
つ
い
て
は
、

一

言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
碑
が
立

て
ら
れ
た
に
つ
い
て
は
、

単
に
特
権

の
付
与
の
宣
言
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
背
景

も
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
開
封
を
脱
出
し
た
孔
元
措
に

対
し
て
、

そ
の
直
後
に
い
っ
た
ん
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
か
ら
襲
封
を
認
め

ら
れ
た
が
、
現
地
に
は
す
で
に
ム
ハ
リ
の
任
命
し
た
術
聖
公
が
存
在

し
た
。
そ

こ
で
あ
ら
た
め
て
、
調
停
者
厳
実

の
要
請
や
在
燕
の
宗
教

関
係
者
の
後
援
に
よ

っ
て
、
そ
の
他
の
処
遇
を
含
め
て
、
モ
ン
ゴ
ル

政
権
か
ら
再
確
認
が
な
さ
れ
た
の
が
、
丁
酉
年

の
命
令
文
と
い
う
こ

と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら

「
崇
褒
祖
廟
記
」
を

見
直
し
て
み
る
と
、
孔
元
措
お
よ
び
孔
氏

一
族
に
対
す
る
厳
氏
に
よ

る
保
護
に

つ
い
て
、
「其
の
衣
食
の
須
い
る
所
、
舎
館

の
安
き
、
皆

な
行
皇
厳
相
之
を
資
給
す
。
親
族
三
百
指
、
坐
し
て
温
飽
を
享
く
る

は
、
威
な
其
の
賜
わ
る
所
な
り
。
以

っ
て
歳
時
の
祭
祀
、
賓
客
の
往

来
、
閻
里
の
慶
弔
、
窮
乏
の
謄
濟
に
至
る
、
庇
を
仰
ぎ
て
足
を
取
ら

ざ
る
は
莫
し
」
と
、
長
文
に
わ
た

っ
て
、
そ
の
至
れ
り
尽
く
せ
り
で

あ

っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
も
う
な
ず
け
る
。
厳
氏
に
よ

っ
て
術
聖

公
に
復
活

で
き
た
孔
元
措
と
し
て
は
、

こ
う
し
た
賛
辞
は
当
然
の
こ

と
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、

一
二
三
三
年
に
沖
京
を
脱
出
し
た
孔
元
措
が
、
曲
阜

に
帰
ら
ず
、
な
ぜ
東
平
に
留
ま

っ
た
の
か
。

こ
の
問
題
に
は
厳
実
と

の
関
係
も
あ
ろ
う
が
、
曲
阜
に
お
け
る
孔
之
全
の
存
在
と
無
関
係

で

あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
『孔

氏
祖
庭
広
記
』

に

一

連
の
記
事
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
、
孔
元
措
に
よ
る
楽
人
の
収
拾

に

つ
い
て
、
『元
史
』
巻
六
八
礼
楽
志
二

「制
楽
始
末
」

で
は
、
太

宗
十
年

=

月
に
孔
元
措
が
来
朝
し
て
、
楽
官
の
散
亡
と
そ
の
収
拾

に

つ
い
て
願
い
出
、
聖
旨
が
下
さ
れ
た
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
聖
旨
の
中
に

「各
処
管
民
官
は
、
如
し
亡
金
の
礼
楽
を
知
れ
る

旧
人
有
ら
ば
、
其
の
家
属
を
井
せ
て
徒
し
て
東
平
に
赴
か
し
め
、
元

措
を
し
て
之
を
領
せ
し
む
べ
し
」
と
あ
り
、
孔
元
措
が
東
平
に
い
た
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こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、

こ
の

「崇
褒
祖
廟
記
」
の
監
造
者

と
し
て

「五
十
世
孫
権
襲
封
術
聖
公
主
奉
紀
事
稀
」
の
名
が
見
え
る

事
を
考
え

る
と
、
孔
元
措
の
方

で
曲
阜
に
代
理
人
を
送
り
込
ん
で
い

た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
彼
の
襲
封
を
命
じ
た
丁
酉
年
の
命
令
文
を
載
せ
た
、

『孔

氏
祖
庭
広
記
』
の
増
補
開
版

に
つ
い
て
も
見
て
み
よ
う
。
四
部
叢
刊

続
編
が
影
印
し
た
版
本
に
は
、
壬
寅
年

(
一
二
四
二
、
オ
ゴ
タ
イ
の

皇
后
ド
レ
ゲ
ネ
の
称
制
元
年
)

の
刊
記
が
あ
る
。

そ
れ
に
は
、

「大

蒙
古
国
領
中
書
省
耶
律
楚
材
、
奏
し
て
皇
帝
の
聖
旨
を
准
け
、
南
京

よ於
り
特
に
襲
封
孔
元
措
を
取
り
、
閾
里
に
赴
き
て
奉
祀
せ
し
む
。
来

た
り
し
時
、
祖
庭
広
記
の
印
版
を
摯
負
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
今
ま
謹

み
て
増
補
校
正
し
、
重
開
し
て
以
て
其
伝
を
広
く
せ
ん
と
す
。
壬
寅

　　
　

年
五
月
望

日
。
(下
略
)」
と
あ
り
、
増
補
改
訂
の
経
緯
が
書
か
れ
て

い
る
。

こ
こ
で
は
南
京
、
す
な
わ
ち
沐
京
か
ら
脱
出
し
た
孔
元
措
が
、

す
ぐ
に
閾

里
、
す
な
わ
ち
曲
阜
に
至

っ
た
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
も
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る

が
、
そ
れ
以
上

に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
本
の
重
開
そ
の
も
の
、
と

く
に
そ
の
改
訂
に
あ
た

っ
て
、
丁
酉
の
聖
旨
が
増
補
さ
れ
た
こ
と
の

持

つ
意
味

が
大
き
い
。
上
で
述
べ
た

「崇
褒
祖
廟
記
」
の
立
碑
と
同

様
に
、
術

聖
公
孔
元
措
の
復
活
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
し
て
の
性
格
を

そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
故
で
あ

る
。
実
は
、
「増
補
校
正
」
と
は
言
う
も
の
の
、
現
行
本
の
中
で
筆

者
の
見

つ
け
る
こ
と
の
で
き
た
正
大
四
年
以
後
に
関
す
る
記
事
は
、

巻

一
・
世
次
の
孔
元
措
の
関
す
る
部
分

(す

で
に
書
い
た
よ
う
に
、

現
行
本
で
は
こ
の
部
分
は
補
砂
)
と
こ
の
丁
酉
の
命
令
文
の
み
な
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
ま
す
ま
す
こ
の

「
増
補
校
正
」

(
た

だ
し
、
現
行
本
に
は
不
自
然
な
空
白
も
あ
り
、
金
朝
関
係
の
記
事
の

中
に
は
、
削
除
が
行
な
わ
れ
た
も
の
が
存
在
す
る
可
能
性
は
あ
る
)

が
目
指
し
た
も
の
の
意
味
は
は
っ
き
り
す
る

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ

そ
、
命
令
文
の
引
用
の
後
に
、
世
話
に
な

っ
た
人
名
を
並
べ
、
文
章

を

「儒
教
、
此
れ
に
由
り
て
復
興
す
」
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
と

言
え
る
。

丁
酉
年
の
翻
免
を
め
ぐ
る
史
料
に
は
、
孔
元
用
、
之
全
父
子
の
名

前
は
、
全
く
見
え
な
い
。
い
っ
た
ん
術
聖
公
家
の
主
に
返
り
咲
い
た

孔
元
措
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
石
刻
や
書
物
の
中
に
は
、
彼

ら
の
名
前
は
不
要
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
石
刻
資
料
の
持

つ
性
格
、

す
な
わ
ち
そ
れ
が
刻
さ
れ
、
立
て
ら
れ
た
時
点
で
の
内
容
の
固
定
と

い
う
側
面
を
よ
く
示
し
て
い
る
例
と
言
え
る
。
し
か
し
、
皮
肉
な
こ

と
に
は
、
孔
元
措
に
は
子
供
は
な
く
、
弟
元
紘
の
孫
で
あ
る
漬
が
継

ぐ
が
、
す
ぐ
に
地
位
を
追
わ
れ
、
術
聖
公
は
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
の
治
世
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を
通
じ
て
空
位
と
な
り
、
成
宗

テ
ム
ル
の
即
位
し
た
元
貞
元
年

(
一

二
九
五
)

に
な

っ
て
、
之
全

の
子
で
あ
る
孔
治
が
継
承
し
て
、
以
後

こ
の
系
統

に
術
聖
公
の
地
位
は
移
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の

系
統
と
し

て
は
じ
め
て
モ
ン
ゴ
ル
の
ハ
ー
ン
か
ら
正
式
に
術
聖
公
に

封
ぜ
ら
れ
た
孔
治
の
神
道
碑
に
書
き
残
さ
れ
た
、
祖
父
元
用
、
父
之

全
に

つ
い
て
の
記
事
か
ら
、
我
々
は
は
じ
め
て
こ
の
間
の
事
情
を
知

る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情

で
襲
封
し
た
孔
治
の
神
道
碑

で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
父
祖
に
つ
い
て

の
記
事
が
そ
こ
に
書
き
留
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
が
、
「崇
褒
祖
廟
記
」
を
主
な
材
料
と
し
て
の
、

丁
酉
年

に

お
け
る
翻
免

へ
の
経
緯
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
碑
刻

の
立
石
を
め
ぐ
る

問
題
に

つ
い
て
の
再
検
討
で
あ
る
。
文
中

で
幾
度
か
触
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
研
究
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
、
薫
啓
慶

氏
の
論
文

が
発
表
さ
れ
、
ま
た
術
聖
公
家
自
体
に
つ
い
て
も
、
陳
高

華
氏
の
研
究
が
あ

っ
て
、
筆
者
自
身

の
過
去

に
発
表
し
た
も
の
も
含

め
て
、
今

回
と
く
に
大
き
な
新
知
見
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ

た
。
し
か
も
、
本
来
主
題
で
あ
る
べ
き
蟹
免

の
中
味
そ
の
も
の
に
は
、

立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
同
年
に
発
布
さ
れ
た
戊
戌

の
選
試

に
つ

い
て
の
検
討
と
合
せ
て
、
今
後
の
課
題
と
し

て
残
す
結
果
と
な

っ
た

の
は
、
筆
者

の
力
不
足
の
故
と
は
い
え
残
念

で
あ
る
が
、
次

の
機
会

の
事
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

[注
]

(
1
)

こ

の
う
ち
、
「
丁
酉
年
郷
国
公
家
免

差

発
割
付

石
刻

」

に

つ
い

て

は
、

「
石
刻
史

料

に
よ
る
元
代
漢
人
社
会

の
研
究

そ
の

一
史

料

と

し
て

の
在

郷
県
孟
子
廟
丁
酉
年
石
刻
を
め
ぐ

っ
て
」

(
『
一二
島

海
雲

記

念
財

団
研
究
報
告
書
』
平
成
元
年
度
、

一
九
九

〇
)

に
お

い
て
も
論

じ
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者

の
金
元
交
代
期

の
術
聖

公
家

に

つ
い

て
の

文
章

に
は
、

こ
の
他

に

「
孔
子

の
子
孫

に
見
る
知
識
人
支

配

の
実
態

」
兀
朝
治
世

下

の
術
聖
公
」
(
『
歴
史
群

像
」

二
五

「
ジ

ン
ギ

ス

・
カ

ン
下
」
、

一
九
九

一
)
が
あ
る
。

(
2
)

山
東

の
石
刻
と
言
え
ば
、
『
山
左
金

石
志
』

を
想
起

す

る
が
、

同

書
巻

二

一
は
、

こ
の
碑

に

つ
い
て
著
録

す
る
も
の
の
、
移

録

は
し

て

い
な
い
。

(
3
)

こ
の
人

物

に

つ
い
て
は
、
明

の
史
鴉
撰

の

『
三
遷
志
』

巻

六

・
宗

系

に
略
伝

が
あ
る
。

(
4
)

「察
美

彪
氏
編

「
元
代
白
話
碑
集
録
」
を
読
む
」
(
『東

方
学
報

』

京
都

二
六

、

一
九
五
六
)

(
5
)

「
元
代

漢
人
知
識
人
研
究

の
課
題
二
、
三
」
(
『
中
国

-
社

会
と

文

化
』

五
、

一
九
九
〇
)
、
「
石
刻
史
料

に
よ
る
元
代
漢
人
社

会

の
研

究
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そ

の

一
史
料

と
し
て
の
在
郷
県
孟
子
廟
丁
酉
年
石
刻
を

あ
ぐ

っ
て
」

(『
三
島
海
雲

記
念
財

団
研
究
報
告
書
』
平
成
元
年
度
、

一
九

九
〇

)

(
6
)

注
三
三
参
照
。

(
7
)

彼

が
王
庭
筍

の
子

で
あ
る

こ
と
な
ど

に

つ
い
て
は
、

陳
垣

注

9
論

文

に
考
証

あ
り
。

(
8
)

次

に
紹
介

す
る
蘇
天
鉤
論
文

は
、
六
十
年
後

の
延
祐

二
年

(
一
三

一
五
)

と
す
る
。
し
か
し
、

そ
れ

で
は
文
中

で
、

モ
ン
ケ
を

「
蒙

嵜

皇
帝
」

と
し
、

フ
ビ

ラ
イ
の
事
を

「護
必
烈
大

王
」
と
呼

ん

で
い

る

の
と
合

わ
な

い
と
考
え

る
。

(
9
)

原
載
は

『
人
民

日
報
」

一
九
六

一
年

四
月

二
三

日
。
そ

の
後

、

『芸

林
叢
録
第

二
」

(香
港
商
務
印
書
館
、

一
九

六

二
)
、

『
陳

垣
先

生

近
廿
年
史
学
論
集
』

(存
葦
学
社
編
、

一
九
七

一
)
、

『
陳
垣

学
術

論
文
集
」

(中
華
書
局
、

一
九

八
二
)
な

ど

に
再
録

さ

れ

て

い
る
。

こ
の
う
ち
、
『
陳
垣
先
生
近
廿
年
史

学
論
集
」

に
は
、
『
遽
篭
談
芸
録
』

の
録
文
も
併
せ

て
収

め
ら
れ
て
い
る
。

(
10
)

こ
の
移
録
が
、
碑

の
移
動

の
後

の
も

の
で
あ

る
こ
と

は
、
録
文

の

は
じ
あ

に
書

か
れ
た
文
章

に
よ

っ
て
分
か

る
。

(
11
)

南
宗

が
明
代

ま

で
続

い
て
い
た

こ
と

に

つ
い
て
は
、
『
閾

里
広

誌
』

巻
九

・
職
官

に
記
事

が
あ
り
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
明

の
弘

治
年

間

か

ら

「
翰
林
院

五
経
博

士
主
奉
祀
事
」

に
代

々
任
ぜ

ら
れ
る
よ

う

に
な

る
。
ま

た
、

『曲
阜

孔
府
梢
案
資
料
選
編

』

に
も
明

代

の
衙

州
孔
家

の
史
料

が
あ
る
。

(
12
)

『
閾

里
志
」

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
撰
者

の
名
を
冠

し
、
巻

数

・
内

容

を
異

に
す
る
明
か
ら
清

の
刊
本
が
あ

る
。

こ
こ
で
使

用
し
た

の
は
、

内
閣
文
庫
所
蔵

の
孔
貞
叢
撰
と
す

る
万
暦
刊
本

で
あ

る
。
な

お
、

先

に
引

い
た

『
広
誌
」

の
方

は
、
清

の
宋
際
と
宋
慶
長
が
、
『
閾

里
志

』

を
増
補

し
た
も

の
で
、
康
煕
刊
本
が
あ

る
。

(
13
)

『
孔
氏
祖
庭
広

記
」
巻

一
・
世
次

に
よ
る
が
、

四
部
叢

刊
本

の

こ

の
部
分

は
補
妙
。

(
14
)

『
元
史
」
太
宗
本
紀

(太
宗

二
年
)
冬
十

一
月
、
始
置
十
路
徴
収
課
税
使
、
以

(
略
)

張

喩

・
王
鋭
使
東
平
。

(
15
)

瀟
氏

は

『蒙
　

備
録
」

に
見

え
る
、

ム

ハ
リ
の
下

に

「
左
右

司

二

郎
中

」
が

い
て
通
訳
の
任

に
当

た
り
、
彼

ら
は

「金
人

の
旧
太
守

で
、

女
真

人
」

で
あ

っ
た
と
い
う
記
事

に

つ
い
て
、
王
国
維

が

『
蒙

　
備

録

箋
注
』

に
お

い
て
張

喩
に
当

て
て
い
る
こ
と
も
紹
介

し
て
い
る
。

(
16
)

『
元
史
』
太
宗

本
紀

(
六
年
)
秋
七
月
、

以
胡
土
虎

那
顔
為
中

州
断
事
官
。

『
元
史
」
巻

一
四
六
耶
律
楚
材
伝

丙
申
秋
七
月
、
忽
都
虎

以
民
籍
至
。

な
お
、
『
新
元
史
』
は
、
巻

一
二
六
に
胡
土
虎

を
立
伝

し
て
い
る
。

(
17
)

『
元
史
」
巻
三
憲
宗
本
紀

(
元
年
六
月
)
以
牙
刺
瓦
赤
、
不
只
児
、
斡

魯
不
、

観

答

児
等
、

充

燕
京
等
処
行
尚
書
省
事
。
賓
典
赤

、
匿
智

馬
丁
佐
之
。

(
18
)

札
魯
火
赤
也
可
那
演
胡
都
虎

・
斡
魯
不
、
衆
札

魯
火
赤

那
演
言
塁
㎎

拠
襲
封
術
聖
公
孔
元
措
来
申
、
宣
聖
子
孫
歴
代
並
免
賦
役
。

見
有

一

十
五
家
、
歴
代
旧
有
地
土
六
百
頃
、
免
賦
役
供
給
祭
祀
。

又
看

林
廟

戸
旧
設
百
戸
、
見
有
十
戸
、
不
構
洒
掃
等
事
。
如
文
字
到
日
、

仰

孔
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元
措
依
旧
襲
封
術
聖
公
主
奉
先
聖
祀
事
、
価
提
領
修
完
祖
廟
。
拠
孔

氏
子
孫

一
十
五
家
・
亜
聖
顔
子
後
八
家

・
郷
国
公
後
二
家

・
廟
戸
依

旧
百
戸
、
計

一
百
二
十
五
戸
奉
上
綜
線
顔
色
税
碩
軍
役
大
小
差
発
、

並
行
錫
免
。
上
項
戸
計
尽
行
諮
除
、
不
属
州
県
所
管
。
諸
路
暦
日
銀

一
半
修
宣
聖
廟
、
益
都
東
平
両
路
尽
数
分
付
襲
封
孔
元
措
、
修
完
曲

阜
本
廟
。
宣
差
東
平
路
万
戸
厳
実

・
課
税
所
長
官
張
喩
申
稟
朝
省
、

丞
相
領
省
耶
律
楚
材
重
道
出
干
特
意
、
古
燕
義
士
薫
元
素
、
与
朝
廷

断
事
官
丞
相
耶
律
田
山
為
師
友
、
独
薫
公
親
詣
以
為
先
容
、
具
道
其

所
以
然
、
儒
教
由
此
復
興
。

(19
)

『元
史
」
巻
三
憲
宗
本
紀

(元
年
辛
亥
夏
六
月
)
以
僧
海
雲
掌
釈
教
事
、
以
道
士
李
真
常
掌

道
教
事
。

(20
)

例
え
ば
、
銚
燧
の

「長
春
宮
碑
銘
」
(国
朝
文
類
巻
二
二
)
に
は
、

「
惟
是
太
祖
格
天
之
年
、
丁
亥
夏
五
、
詔
因
其
号
、
易
所
居
太
極
為

大
長
春
宮
」
と
あ
る
。

(21
)

『道
家
金
石
略
』
所
収
の
太

一
歴
代
の
墓
碑

・
行
状
な
ど
に
例
が

あ
る
。
例
え
ば
、
第
二
代
韓
道
煕
の
墓
碑
の
笈
額
は

「太

一
二
代
度

師
贈
嗣
教
重
明
真
人
薫
公
墓
誌
銘
」
で
あ
り
、
王
若
虚
撰
の
第
三
代

王
志
沖
の
墓
表
は

「太

=
二
代
度
師
薫
公
墓
表
」
(淳
南
遺
老
集
巻

四
二
)
と
題
さ
れ
て
い
る
。

(22
)

例
え
ば
、
王
若
虚
撰
の

「清
虚
大
師
侯
公
墓
硯
」
(淳
南
遺
老
集

巻
四
二
)
は
、
「明
昌
初
、
以
高
徳
応
詔
、
入
住
中
都
天
長
観
」
と

述
べ
る
。
ま
た
、
第
三
代
王
志
沖
の

「太

一
三
代
度
師
薫
公
墓
表
」

に
も
天
長
観
に
住
ん
だ
記
事
が
あ
る

(淳
南
遺
老
集
巻
四
二
)。

(
23
)

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
、
大
島
立

子

「
元
代

の
儒
戸

に

つ
い
て
」

(『
中
嶋
敏
先
生
古
稀

記
念
論

集
』
下
、

一
九

八

一
)
を
参
照
。

(
24
)

宋
子
貞
撰
、

「中
書
令

耶
律
公
神
道
碑
」

(国
朝
文
類
巻
五
七
)

丁
酉
、
汰

三
教
。
僧

道
誠

通
経
者
、
給
牒
受
戒
、
許
居
寺

観
、

儒

人
中
選
者
則
復
其
家
。

公
初
言
僧
道
中
避
役
者
多
、
合
行

選
試
。

至
是
始
行
之
。

(
25
)

こ
の

一
二
二
三
年
聖
旨

は
、

『道
家
金

石
略

」
、

『
元
代

白
話

碑
集

録
」
な

ど
に
収

あ
ら
れ

て
い
る
。

(
26
)

「襲
封
」

「主
奉
」

な
ど
を
動

詞
に
読

む

べ
き

よ
う
に
見

え

る
が
、

「崇
褒
祖
廟
記
」

の
文
末

に
は
、

「
五
十

一
代

孫
襲

封
術

聖
公

主
奉

祀
事
元
措
立
石
」

と
書

か
れ
て
お
り
、
全
部
を
肩
書
き
と

理
解

す

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

(
27
)

拓
影

が

『北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
匪
編
」

第

四
九
冊

に
収
め

ら
れ
て
お
り
、
碑

の
末
行

に

「至

元
五
年
歳
次
己

卯
十

一
月

吉

日
建
」
と
あ

る
。

ま
た
、

『圭
斎
文
集

」

巻
九

に
も

「
曲
阜

重
脩

宣
聖
廟
碑
」

と
し
て
収

め
ら
れ
て
い
る
。

(28
)

『
閾
里
広
誌
」
巻

二
十

・
芸
文
、
票
文
淵
撰

「元
贈
中

議
大

夫
襲

封
術
聖
公
孔
公
神
道
碑

記
」

時
天
兵
圧
境
、
公

(
元
用
)

以
林
廟
為
重
、

乃
率
孔
族

盤
庶

姓
以

降
。
其
太
師
国
王

承
制
封
拝

以
世
襲
曲
阜
県
令
。

『
閾
里
志
』
巻

二

・
世
家
志

元
用
字
俊
卿
、
初
貞
祐

二
年
孔
元
措
従
宣
宗
遷
沖
、
擬

元
用

摂
祀

事
。
及
宋
克
平
山
東
、
宝
慶
元
年
授
通
直
郎
権
襲
封
術

聖
公

仙
源

令
。

(中
略
)

元
太
師
木
華
里
統
諸

道
兵

至
、

承
制
拝

襲
封

術
聖
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公
曲
阜
令
、
給
降
術
聖

公
印

。

(
29
)

同
じ
く

四
六
世
宗
　

の
子
、

孔
若
蒙

の
子
孫
が
孔
元
措

で
あ

り
、

孔
若
愚

の
子
孫
が
孔
元

用

で
あ
る
。

(
30
)

孔
治

の
神
道
碑

に
よ
る
。
戦
没
年

に

つ
い
て
は
、
孔
尚
任

撰

『
孔

子
世
家
譜
』
巻

四
に
よ
る
。

(
31
)

金
巳
前
襲
封
術
聖
公

元
措
来
帰
、
同
謁
武
恵
厳
侯
。
公

因
譲

日
、

以
賢
以
長
責
在
吾
叔
。

元
措
乃
許

日
、
子
父
子
保
全
林
廟
、

当
世

其

邑
。
武
恵
允
之
、
伍

居
邑
宰
二
十
余
年
。

(
32
)

太
宗
十
年
十

一
月

、
宣
聖
五
十

一
代

孫
術

聖
公

元
措

来
朝

。

(
中

略
)
於
是
降
旨

、
令
各
処
管
民
官
、
如
有
亡
金
知
礼
楽

旧
人
、

可

井

其
家
属
徒
赴
東

平
、
令
元
措
領
之
、
於

本
路

税

課
所
給

其

食
。

(
た

だ

し
、
同
月

と

い
う

こ
と
を
考

え
あ
わ
せ
る
と
、

元
史

が

一
年

誤

っ

て
い
る
可
能
性

も
あ
る
)

(
33
)

大
蒙
古

国
領

中
書
省
耶
律
楚
材
奏
准
皇

帝
聖
旨

、
於
南
京

特

取
襲

封
孔

元
措

、
令
赴
閾
里
奉
祀
。
来
時

不
能
摯

負
祖

庭
広
記
印
版

。

今

謹
増
補
校

正
、
重
開
以
広
其
伝
。
壬
寅
年

五
月
望
日
。
門
生

曹

国
王

恕
重
校

、
門
生
翼
州
伊
華
重
校
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[資
料

一
]

大
朝
崇
褒

租
廟
之
記

戊
戌
歳
正
月
哉
生
明
襲
封
謂
日
兵
父
而
來
復
還
縄
里
寿
臆

廟
貌
糞
除
林
域
皆

祀
先
徳
澤
之
所
致
請
叙
其
本
末
欲
鍵
之
石
以
論
來
者
僕
恭
布
意

　

　

つ

久
余
嘗
*
無
補
於

聖
教
今
老
　
豊
以
不
能
文
而
遂
僻
謹
記
其
事
而
敬
述
之
日

先
聖
五
十

一
代
孫
襲
封
術
聖
公
日
元
措
以
太
常
卿
寓
干
沖
歳
癸

巳
當
京
城
之
愛

被
領
中
書
省
耶
律
公
奏
稟
傲
遷
干
博
再
遷
於
郵
其
衣
食
所
須
舎
館
之
安
皆

行
皇
嚴
相
資
給
之
親
族
三
百
指
坐
享
温
飽
威
其
所

　

　

の

賜
也
以
至
歳
時
之
祭
祀
賓
客
之
往
來
闇
里
之
慶
弔
窮
乏
之
謄
濟
莫
不
仰

庇
而
取
足
焉

行
墓
恐
其
専
善
而
欲
錦
美
於

　

上
廼
聞
之

中
書
遂
令
孔
氏
闘
門
勿
算
賦
錐
看

林
廟
戸
亦
然

吾
相
賢
明
可
謂
知
所
本
　
既
而

都
運
張
公
告
公
日
喩
申
稟

上
司
専
以
本
路
暦
日
所
讐
白
金
修
飾

聖
廟

中
書
又
慮
不
足
井
以
盆
*
暦
金
増
国
四
其
事
已
付
断
事
官

山
丞
相
麻
君
當
親
詣
焉
公
聞
之
析
然
遽

率
子
弟
旦
命
圏
乗
不
遠
千
里
直
抵
燕
京
避
遁
竹
林

堂
頭
簡
老
長
春
宮

大
師
薫
公
皆

丞
相
之
師
友
喜
而
相
許
優
佑
之

蒲
詰
朝
先
往
道
纒
河

泳
未
堅
祝
日
此
行
非
致
私
以

宣
聖
故
遂
策
馬
而
前
鯨
者
以
泳
折
不
縄

簡
【團
不
[圖
行
[圏
以
侍
者
往
皆
爲
之
先
容
而
言
於

山
相
日

宣
聖
治

　

　

岡
國

*
如
天
地
日
月
莫
能
形
容
今
其
孫
以

林
廟
故
親
來
賛
成
其
事
不
亦
善
乎

丞
相
敬
而
從
之
丁
酉
歳
仲
冬
二
十
有
六
日
公
自
燕
而
適
固
安
之
西

　

　

　

　

*
謁
山
相
帳
下
由

二
師
先
言
故
信
宿
而
就
其
事

宣
聖
之
後
悉
蟹
租
賦
而

顔
孟
之
商
亦
如
之
襲
封
之
職
祭
祀
土
田
並
令
傍
奮

　

朝
廷
優
位

徳
至
渥
也
然
椹
輿
於

行
壷
嚴
公
維
持
於

中
書
耶
律
公
成
於

丞
相
山
公
事
暦

三
相
而
復
蕾
観
錐
日
天
不
人
不
因
自
非

　

*
流
光
遠
何
以
蝶
此
臆
昔

吾
夫
子
抱
尭
舜
禺
湯
文
武
之
道
而
無
発
舜
萬
湯
文
武
之
位
乗
尭
舜
禺
湯
文
武
之
徳
而
無
桑
舜
禺
湯
文
武
之
時
廼
刷
詩
定
書

　

圓
剛禮
正
樂
團

周
易
作
春
秋
六
藝
析
中
爲
致
治
之
國
法
偉
二
帝
三
王
之
道
日
新
而
*
窮
以
福
後
世
者

夫
子
之
力
也
凡
聖
君
賢
臣
循
吏
孝
子
修
身
齊
家
治

國
平
天
下
之
道
墨
在
於
此
由
之
則
昌
忽
之
則
亡
順
之
則
治
逆
之
則
齪
道
固
不
愛
也

夫
子
道
之
宰
也
何
莫
由
斯
道
也
日
新
而
無
窮
孔
子
子
孫
宜
與
之

而
無
窮
百
王
知
道
之
可
尊
所
以
尊

夫
子
也
[團
古
知

夫
子
之
可
尊
所
以
尊
道
也

夫
子
之
道
如
天
地
之
覆
載
月
日
之
照
臨
無
得
而
言
其
見
於

　

諸
子
載
於
史
籍
志
於
傳
記
者
特
太
山
之

一
塵
槍
海
之

一
滴
適
所
以
贅
也
無
得
而
言
焉
姑
述
其
事
之
本
末
者
以
此
上
元
日
東
原
李
世
弼
記

歳
次
己
亥
春
八
十
有
三
日
五
十

一
代
孫
襲
封
術
聖
公
主
奉

祀
事
元
措
立
石

五
十
世
孫
権
襲
封
術
聖
公
主
奉

祀
事
稀
監
造

　

　

　

五
十
世
孫
摯
書
丹
井
築
額

李
信
刻
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○

は
県
志

と
読
み
を
変
え

た
字
、

口
は
拓
本

で
は
読
あ
な

い
字
、

*
は
県
志

で
も
読
め
な

い
字
、

な

お
、
印
刷

の
都
合

で

一
部
字
体

が
原
碑
と
異
な

る
も

の
が
あ

る
。

η
は
拓
本
か
ら
読
ん
だ
が
疑
問
の
残
る
字



[資
料
二
]

皇
帝
聖
旨
裏

札
魯
火
赤
也
可
那
演
胡
都
虎
斡
魯
不
衆
札
魯
火
赤

那
演
言
語
今
准
襲
封
術
聖
公
孔
措
申
曲
阜
縣
見
有

宣
聖
祖
廟
其

亜
聖
子
孫
歴
代
並
免
差
爽
目
今

発
國
公
後
見
有
子
孫
八
家
郷
國
公
後
見
有
子
孫
二

家
事
除
已
行
下
東
平
府
照
會
是

亜
聖
之
後
仰
依
僧
道

一
膿
翻
免
差
爽
去
詑
並
不
得

爽
帯
他
族
仰
各
家
子
孫
准
上
照
會
施
行
奉
到
如
此

右
割
付

亜
聖
春
ル國
公
郷
國
公
之
後
子
孫
准
此

割
付
亮
國
公
鄙
國
公
子
孫
事

丁
酉
年
十

一
月

二
十
六
日
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